
　
　
　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
幕
末
期
の
萩
藩
財
政
を
、
和
市
変
動
と
撫
育
方
・
諸
役
所
修
補
銀

な
ど
の
特
別
会
計
に
注
意
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
後
期
の
藩
財
政
、
前
期
の
藩
財
政
、
中
期
の
藩
財
政
に

つ
い
て
分
析
を
進
め（
１
）、
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
藩
財
政
の
着
地
点
で
あ
る
幕

末
・
維
新
期
の
そ
れ
に
踏
み
込
も
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
最
近
手
が
け
た
中

期
の
分
析
で
は
、
藩
財
政
は
貨
幣
改
鋳
・
藩
札
の
再
発
行
に
よ
る
激
し
い
和
市

変
動
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
幕
末
期
は
そ
れ
以
上
に
和

市
変
動
の
激
し
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
要
素
抜
き
で
は
藩
財
政
の
あ
り
よ

う
に
迫
れ
な
い
。
天
保
財
政
改
革
で
一
旦
凍
結
な
い
し
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
撫
育
銀
・
諸
役
所
修
補
銀
・
返
済
方
と
い
っ
た
特
別
会
計
が
、
そ
の
後
ど
う

な
っ
て
い
っ
た
の
か
の
解
明
も
必
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
三
坂
圭
治
の
『
萩
藩
の
財
政
と
撫
育
制
度（
２
）』
が

あ
げ
ら
れ
る
が
、
幕
末
・
維
新
期
の
戦
費
、
と
り
わ
け
軍
艦
・
銃
の
購
入
費
の

ほ
と
ん
ど
は
撫
育
方
の
資
金
で
賄
わ
れ
た
と
す
る
も
の
で
、
撫
育
制
度
礼
賛
の

根
拠
と
し
て
い
る
。
最
近
の
伊
藤
昭
弘
の
研
究（
３
）で
は
、
後
期
の
萩
藩
財
政
は
特

別
会
計
を
含
め
る
と
豊
か
で
あ
っ
た
と
し
、
所
帯
方
の
利
権
の
拡
大
を
強
調
し

て
い
る
。
ま
た
、
萩
藩
（
長
州
藩
）
幕
末
・
維
新
期
の
研
究
は
、
や
は
り
政
治

史
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
を
な
す
藩
財
政
の
研
究
は
依
然
と
し
て
手

薄
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
の
課
題
は
、
和
市
変
動
と
特
別
会
計
に
注
意
し
つ
つ
、
具
体
的

に
幕
末
期
の
萩
藩
財
政
を
解
明
し
、
こ
の
期
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
定
度
の
見

通
し
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
保
財
政
改
革
で
一
旦
凍
結
な
い
し
縮

小
さ
れ
た
撫
育
銀
・
諸
役
所
修
補
銀
お
よ
び
藩
札
は
、
何
時
ど
の
よ
う
に
し
て

解
き
放
た
れ
た
の
か
。
ま
た
幕
末
・
維
新
期
の
膨
大
な
戦
費
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
賄
わ
れ
た
の
か
の
一
端
を
解
明
す
る
課
題
も
あ
る
。
な
お
、
萩
藩
財
政
の

財
源
の
二
大
柱
（
米
・
紙
）
の
一
方
で
あ
る
紙
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
萩
藩
後

期
の
山
代
紙（
４
）」
を
用
意
し
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　

一　

幕
末
期
藩
財
政
の
概
要

　

幕
末
期
の
藩
財
政
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
そ
の
直
接
の
前
提
と
な

る
天
保
財
政
改
革
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
幕
末
期
萩
藩
財
政
史
研
究
序
説
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天
保
財
政
改
革
の
本
格
的
に
始
ま
っ
た
天

保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
か
ら
、
廃
藩
置
県

の
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
の
、
藩
借

銀
・
家
中
馳
走
米
・
地
下
馳
走
米
・
領
内
米

価
の
変
遷
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
（
１
）
で

あ
る（
５
）。
藩
借
銀
は
、
天
保
九
年
の
ピ
ー
ク
時

に
九
万
二
〇
二
六
貫
目
あ
っ
た
も
の
が
、
主

と
し
て
藩
借
銀
の
公
内
借
捌
き
に
よ
っ
て
、

五
万
一
四
〇
三
貫
目
に
ま
で
減
少
し
、
家
臣

内
借
の
一
万
五
八
四
〇
貫
目
を
藩
借
銀
と
し

て
肩
代
り
（「
御
家
来
中
内
借
御
納
替
元
銀

御
借
銀
帳
入
」）
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
六

万
貫
目
台
に
落
ち
着
い
た
。
公
内
借
捌
き
と

は
、
家
臣
借
銀
の
公
借
（
藩
か
ら
の
借
銀
）

と
内
借
（
町
人
な
ど
か
ら
の
借
銀
）
を
利
下

げ
・
年
延
べ
す
る
も
の
で
、
元
禄
八
年
（
一

六
九
五
）
仕
組
を
嚆
矢（
６
）と
し
、天
保
十
四
年
・

弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
の
そ
れ
が
も
っ
と

も
極
端
な
も
の
で
あ
る
。
利
子
を
年
三
％
に

下
げ
（
利
下
げ
）、
元
銀
は
三
七
年
後
に
皆

済
す
る
（
年
延
べ
）、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

家
臣
の
公
借
は
、
翌
年
帳
消
し
と
な
っ
た
。

表（１）　借銀・馳走米・米価の推移

年次
十
二
支

借銀
（貫目）

家中
馳走

（石）

地下
馳走

（升）

御買米
値段南石

（石別匁）
備考

天保11 子 85252.5 18 4.5 73.9 ３年間２石返石令。撫育方馳走米（18石・4.5升で6682石）を３年間本勘へ。地江戸修甫銀立出。
暴風雨洪水。

天保12 丑 67636.0 15 91.7 今来年３石増返石で、15石懸かり。

天保13 寅 63210.0 13 72.2 ７石宥免。恵銀100匁。来年御手当操練。役人役料文政６よりの５歩引を３歩引に。「不図も当
年御積外少々御甘出来」。秋作豊熟。淫祠解除を令す。

天保14 卯 51403.0 13 86.9 公内借捌（元銀１貫目に年30匁、37年納入）。

弘化１ 辰 64721.0 13 81.3 内15840貫目は、御家来中内借御納替元銀御借銀帳入。恵銀１貫目、「右者偏ニ外寇の御備片時
茂難被差延」。「公借之儀ハ悉く被捨下」。「追々御所帯御繰巻も相調候」。

弘化２ 巳 63794.0 13 3.5 98.4 

弘化３ 午 63425.5 13 3.5 82.0 ５年間13石懸かり令。旅役勘渡和市２石から1.8石替に（嘉永２暮まで）。明倫館再修申付。「御
借財過半御納細メニ相成候」。「至于今又々御借財相増」。益田元宣当職再々役。

弘化４ 未 62476.8 13 94.0 「近年米価御売揚り之甘きを以、真之棚ケ合ニ而御間を合候次第」。「両三年之内ニ者相弛ミ」。
嘉永１ 申 58579.8 13 87.7 大坂城手伝普請。
嘉永２ 酉 13 114.2 旅役勘渡和市さらに戌より子暮まで1.8石替。

嘉永３ 戌 20 175.1 「非常之洪水」。両度の天災。風水之損毛。「米穀其外諸物の価昔年ニ倍し、世上一統令難渋候」。
他国米買入。役料５歩引に。恵銀100匁（420～430貫目の内撫育銀290貫目）。

嘉永４ 亥 60000.0 18 84.5 10月５日、半知のところ今来年18石懸かり。藩借銀「新古取合六万貫余ニ相成候」。
嘉永５ 子 18 93.9 旅役勘渡は、３カ年和市1.8石替のままとする。大坂米売払値段石別111匁９分２厘。

嘉永６ 丑 18 97.6 洪水干魃損害。江戸城西丸営繕助役。ペリー来航、大森ついで相州警衛（11月３日）を命ぜら
る。１両＝64匁、１匁＝100文の和市で手元銀を金子でもって救恵。

安政１ 寅 15 85.3 
閏７月13日非常之仕組を令す。８月５カ年半知を命ず。当年だけ５石返石。「此度御国中御根
積改正被仰付候処、五万三千石余永否其外ニ而御所務落ニ相成、地江戸之御通り方量入為出之
御制度難被相調」、「御居形を茂被為引替」。「諸郡寄宰判被仰付地下役ニ至迄減少」。

安政２ 卯 20 70.9 
４月25日仕組中公内借捌（公内借一統元米銀調延引、加詰五朱利調被仰付候事）。江戸大地震。
桜田・葛飾屋敷大破。「江戸方御請物三ケ一を常用とし、其二ツを以海防御用途ニ被差出候」。「以
来十万石以下之通り方申付、偏ニ文武興隆異賊防禦を主とし」。

安政３ 辰 18 82.2 11月２石返石を命ず。「去冬江戸表未曾有之地震ニ而、、、又々当秋大風高潮ニ而弥増之大破」。
嘉永３年に米切手相場所を差し止めたが、売買方不融通のため今回差し許す。

安政４ 巳 18 108.7 「累年所帯難渋之折柄、近来国中天災之損失、且相模国御備場御委任、加之江戸表震災暴風等
打続、所帯向必至差詰候」。８月２石返石。

安政５ 午 15 140.3 備場を兵庫に所替。８月15石懸かりを命ず。
安政６ 未 15 125.0 ５石返石、５年間（文久２年まで）。殿様御昇進。御手元銀から高100石に銀100匁の御恵。
万延１ 申 15 158.0 
文久１ 酉 15 129.7 
文久２ 戌 15 149.0 参勤交代制を緩和。女儀方帰国。
文久３ 亥 146.2 ４月山口移鎮。５月10日攘夷決行。５月26日御家来中の土着を命ず。８月18日の政変。

元治１ 子 17 4.0 147.3 
７月「時勢切迫ニ付而者、馳走之出米差止め、知行相持候而軍勘渡置石之仕組被申付候条、追々
申聞せ候通弥以武備一途ニ心を委」。７月19日禁門の変。８月５日四カ国連合艦隊下関砲撃。
11月７日萩藩恭順を表明。12月16日高杉ら挙兵。

慶応１ 丑 258.4 
慶応２ 寅 507.6 
慶応３ 卯 384.6 
明治１ 辰 321.5 

明治２ 巳 17 617.3 ６月17日版籍奉還。10月采地返上（藩士給禄高1000石以上10分の１，同1000石以下抨100石）。
９月「当年之議ハ、行形之通高百石ニ付十七石掛之御馳走被為受候」。

明治３ 午 4.0 363.6 
明治４ 未 3.0 264.6 ７月14日廃藩置県。

出典： 益田家文書19－93「御借銀高付抜」。同53－31「御馳走抨シ幷御借銀高」。同51－242「御借銀納込之覚」。毛利家文庫法令92「御黒印
御書附御張紙控」。同法令160「御書附控」同政理320「財政史料」。同政理163「財政御仕組事材料抜写」。県庁旧藩812「宝永元年ヨリ
御米御買直段」。
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ち
な
み
に
当
職
・
当
役
を
勤
め
、
天
保
改
革
の
立
役
者
で
あ
っ
た
益
田
元
宣
の

天
保
十
四
年
五
月
時
点
で
の
公
内
借
は
、
二
二
九
〇
貫
目
に
も
及
び
、
公
借
は

所
帯
方
・
代
官
所
・
差
引
方
・
御
悩
借
方
・
御
撫
育
方
、
内
借
は
萩
町
人
の
小

林
喜
兵
衛
・
田
村
金
右
衛
門
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た（
７
）。

　

一
方
藩
借
銀
と
は
、
所
帯
方
の
借
銀
帳
に
登
載
さ
れ
た
も
の
を
い
い
、
内
借

（
大
坂
・
国
元
の
御
用
達
ほ
か
か
ら
の
借
銀
）
の
ほ
か
、
公
借
（
札
座
・
御
悩

借
方
・
御
撫
育
方
・
御
納
戸
銀
・
諸
役
所
修
補
銀
な
ど
の
身
内
借
）
を
大
量
に

含
ん
で
い
る
。
と
く
に
公
借
を
帳
消
し
・
凍
結
（
無
利
元
居
）・
準
凍
結
（
元

利
留
）
に
し
た
こ
と
が
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
、
内
借
に
つ
い
て
も
家
臣
借
銀
の

捌
き
と
同
じ
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

所
帯
方
借
銀
＝
藩
借
銀
の
公
内
借
捌
き
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
天
保
財
政
改
革

の
核
心
部
分
で
あ
る（
８
）。
こ
の
結
果
を
示
す
の
が
、
表
（
２
）
の
弘
化
四
年
時
点

の
藩
借
銀
の
内
容
で
あ
る（
９
）。
借
銀
額
の
減
少
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
天
保
九
年

の
利
且
納
返
済
予
定
一
万
二
一
七
五
貫
目
、
天
保
十
一
年
の
同
六
四
六
八
貫
目

と
比
較
す
る
と
、利
且
納
合
計
一
五
三
五
貫
目
は
画
期
的
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

利
且
納
と
は
、
利
子
・
元
銀
の
年
賦
返
済
を
指
す
。

　

萩
藩
借
銀
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
五
万
貫
目
に
達
し
、
天
保
元
年

（
一
八
三
〇
）
六
万
貫
目
台
、
天
保
二
年
七
万
貫
目
、
天
保
三
年
八
万
貫
目
台
、

天
保
九
年
に
は
そ
れ
ま
で
で
最
大
の
九
万
二
〇
〇
〇
貫
目
余
と
な
っ
た
。
そ
れ

に
と
も
な
っ
て
、
家
臣
馳
走
米
は
文
政
七
年
か
ら
天
保
十
年
ま
で
半
知
（
高
一

〇
〇
石
に
四
ツ
物
成
四
〇
石
と
み
て
、
そ
の
内
半
分
の
米
二
〇
石
懸
か
り
）
を

基
調
と
し
、
百
姓
馳
走
米
は
四
升
五
合
か
ら
五
升
（
高
一
石
に
米
五
升
は
正
租

の
一
二
・
五
％

増
に
当
た
る
）

を
基
調
と
し

た
。藩
借
銀
は
、

家
臣
と
百
姓
か

ら
の
馳
走
米
で

も
っ
て
返
済
す

る
と
い
う
作
法

が
宝
暦
改
革
期

に
で
き
、
天
保

九
年
に
は
借
銀

返
済
方
（
特
別

会
計
）
を
設
置

し
て
返
済
に
あ

た
っ
た
。
馳
走

米
の
限
界
値
で

み
る
と
、
家
臣

半
知
馳
走
米
約
六
万
五
〇
〇
〇
石
と
百
姓
石
別
五
升
馳
走
米
約
三
万
五
〇
〇
〇

石
で
、
約
一
〇
万
石
の
米
が
得
ら
れ
る
。
半
知
二
〇
石
懸
か
り
の
内
五
石
の
旅

役
出
米
（
一
万
六
五
〇
〇
石
）
は
旅
役
勘
渡
（
出
張
旅
費
の
支
給
）
に
充
て
ら

れ
る
の
で
、
残
る
八
万
三
五
〇
〇
石
が
借
銀
返
済
に
廻
し
得
る
。
文
政
期
後
半

か
ら
天
保
期
は
、
藩
財
政
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
家
臣
・
百
姓
に
と
っ
て
も
、

表（２）弘化四年借銀表
無利元居・元利留・元居利払之部

項目 借銀高（貫目） 備　　　考
無利元居 19999.700 札座銀・入石銀・撫育方・古御小納戸銀
元利留 10384.700 古上々様方御小納戸銀幷江戸方銀・御救恵引当銀利倍之分
元居利払 3107.700 清徳院様上々様方江遺金・大坂預祠堂其外・大到来方其外諸仕組銀
小計 33492.100 元居利払の利息140.45貫目（平均4.5％）。
年賦借之部
加嶋屋久右衛門 657.900 此利13.15貫目（２％）、30カ年目皆済。
大坂御用達中 3849.000 此利115.47貫目（３％）。
大坂御用達中 542.890 此利19貫目（3.5％）。
大坂御用達中 2000.000 此利且納330貫目（6.5％）、10カ年目皆済。
大坂当用借 500.000 此利32.5貫目（6.5％）、11カ年目皆済。
大坂御屋敷質入 2200.000 此利88.2貫目（４％）。
紙屋中 300.000 此利且納112貫目（４％）。
馬喰町（幕府） 446.700 此且納48貫目、10カ年賦。
御家来借御納替 12432.950 此納393.89貫目（3.2％）、31カ年目皆済。
熊谷五右衛門 2129.260 此且納47.03貫目（2.2％）、45カ年目皆済。
修甫永納元居、元
居出米、熊谷九百
貫目、国分寺

3926.130 此利196.3貫目（５％）。

小計 28984.830 此利且納合計1395.54貫目。
二部惣合
惣合 62476.530 二部利且納合計1535.99貫目。
註： ほかに別捌返済之部として熊谷五右衛門累利銀2766.5貫目があり、「右累利之儀ハ元銀御納方皆済

之上、当年より四拾五ケ年経ニ而道付被仰付候付、御借銀高を差除候事」。
出典：益田家文書51－21「弘化四年借銀」。
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最
大
の
逼
迫
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
藩
借
銀
を
撫
育

銀
（
特
別
会
計
）
の
放
出
に
よ
っ
て
減
ら
し
、
家
臣
馳

走
米
を
一
〇
石
懸
か
り
、
地
下
馳
走
米
を
三
升
懸
か
り

に
宥
免
し
た
藩
主
斉
房
の
故
実
に
な
ら
っ
て
（
清
風
は

こ
れ
を
「
永
久
の
目
安
」
と
呼
ん
だ
）、
藩
借
銀
を
減

ら
す
こ
と
で
、
家
臣
馳
走
米
一
三
石
懸
か
り
、
地
下
馳

走
米
三
升
五
合
懸
か
り
を
実
現
し
た
。

　

天
保
改
革
の
本
勘
（
一
般
会
計
）
予
算
大
綱
は
、
表

（
３
）
の
と
お
り
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
予
算
大
綱
は
、
文
政

四
年
（
一
八
二
一
）
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
お

り
、
予
算
と
し
て
の
新
味
は
な
い
が
、
幕
末
ま
で
を
規

定
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
石
高
は
宝
暦
検
地
に
よ

る
も
の
で
、
支
藩
領
・
家
臣
の
地
方
知
行
分
、
同
浮
米
・

切
米
・
扶
持
米
支
給
分
（
い
わ
ゆ
る
蔵
米
支
給
分
）
を

石
高
に
換
算
し
た
も
の
・
撫
育
方
（
特
別
会
計
四
万
一

四
一
四
石
）・
諸
引
方
（
永
否
＝
荒
地
ほ
か
の
年
貢
控

除
高
）
ほ
か
を
差
し
引
い
た
残
高
（
課
税
基
準
高
）
が
、

一
四
万
六
一
六
一
石
で
あ
る
。
こ
の
残
高
に
四
ツ
物
成
が
本
所
務
（
正
租
）
で

あ
り
、
そ
っ
く
り
江
戸
方
請
（
江
戸
藩
邸
予
算
二
二
九
五
・
九
貫
目
）
に
充
て

ら
れ
る
。
一
方
小
物
成
と
称
さ
れ
る
付
加
税
・
雑
税
は
、
地
方
請
（
国
元
予
算

一
四
九
四
・
三
貫
目
）
に
充
て
ら
れ
る
。
本
勘
（
一
般
会
計
）
予
算
の
総
額
は
、

江
戸
方
請
・
地
方
請
合
計
の
三
七
九
〇
貫
目
で
あ
り
、
江
戸
方
請
と
地
方
請
の

比
は
、
六
対
四
で
あ
る
。
天
保
十
一
年
時
点
の
藩
借
銀
は
八
万
五
二
五
二
・
五

貫
目
で
、
本
勘
予
算
の
二
二
・
五
年
分
に
相
当
す
る
。
こ
の
借
銀
の
返
済
額
は

一
年
で
六
四
六
八
貫
目
、
そ
れ
に
家
臣
旅
役
勘
渡
（
出
張
旅
費
の
支
給
）
八
六

五
貫
目
を
加
え
て
七
三
三
三
貫
目
が
必
要
で
あ
る
。
藩
借
銀
の
返
済
と
旅
役
勘

渡
は
、
家
臣
馳
走
米
と
地
下
馳
走
米
を
充
て
る
作
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
半
知
・

表（３）　天保11年予算大綱「御両国御物成目安」（天保11年７月13日）
項目 占有率（％） 石高（石）

惣高 100.0% 895158
内
長府徳山岩国御配地 20.4% 183022
御家来中下地御配 23.0% 205557
同断浮米扶持切米勘渡 31.9% 285468
御撫育方請 4.6% 41414
没収減少石 0.8% 7471
御蔵入諸引方 2.9% 26062
残り高 16.3% 146161

項目 物成米（石） 物成銀（貫目） 備考
本所務 28518 870.0 60.6%
小物成 13826 803.0 39.4%
米銀合 3790.0 １石＝50匁和市
内
江戸方請 2295.9 60.6%
地方請 1494.3 39.4%

天保11年御借銀高 85252.5 

同上利且納 6468.0 借銀高の7.6%に
当たる。

御家来中旅役勘渡 865.0 
払小計 7333.0 

利且納・旅役勘渡江対
し御家来中半知・地下
石五升馳走米

5243.9 １石＝50匁和市
にして米104878
石。

地江戸是迄之倹約建ニ
而立出銀

575.4 

請小計 5819.3 

馳走米請払不足銀 1513.7 
山代・阿武郡・美祢郡
当子歳仕組入目

900.0 

定御臨時銀当年諸郡洪
水其外諸悉皆之御臨時
銀引当

1000.0 

当子歳之御不足銀小計 3413.7 此分御引当無之
請の比率
江戸方請 23.9% 2295.9 
地方請 15.6% 1494.3 
馳走米請 54.6% 5243.9 
倹約立出銀 6.0% 575.4 

出典：毛利家文庫政理140「流弊改正控」。

残り高
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石
別
五
升
の
馳
走
米
で
得
ら
れ
る
一
〇
万
石
を
充
て
、
さ
ら

に
江
戸
方
・
地
方
の
倹
約
で
の
出
銀
を
充
て
る
。
そ
れ
で
も

一
五
一
三
・
七
貫
目
の
不
足
と
な
り
、
困
窮
三
宰
判
仕
組
と

臨
時
銀
も
合
わ
せ
る
と
三
四
一
三
貫
目
も
不
足
す
る
。
本
勘

（
一
般
会
計
）
と
借
銀
返
済
方
（
特
別
会
計
）
両
方
を
合
わ

せ
た
請
の
な
か
で
、
馳
走
米
請
が
五
四
・
六
％
を
占
め
る
。

　

つ
ぎ
に
予
算
大
綱
が
改
定
さ
れ
る
の
は
、
嘉
永
四
年
（
一

八
五
一
）
で
あ
り
、
表
（
４
）
に
示
し
た）

（（
（

。
こ
の
改
正
が
幕

末
期
の
直
接
の
前
提
と
な
る
。
も
っ
と
も
変
わ
っ
た
の
は
諸

引
方
（
年
貢
控
除
高
）
で
あ
り
、
二
万
七
五
七
五
石
も
増
え

て
い
る
。
こ
れ
は
前
年
嘉
永
三
年
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
、
荒

地
が
激
増
し
た
た
め
で
あ
る
。
家
臣
馳
走
米
も
、
嘉
永
三
年

に
そ
れ
ま
で
の
一
三
石
懸
か
り
か
ら
半
知
に
転
落
し
て
い

る
。
こ
の
予
算
大
綱
を
も
と
に
し
た
請
払
が
、
表
（
５
）
で

あ
る）

（（
（

。
江
戸
方
請
は
米
五
九
三
三
石
余
・
銀
一
七
九
四
貫
目

余
で
、二
石
替
え
（
米
一
石
＝
五
〇
匁
）
に
し
て
二
〇
九
一
・

三
三
六
貫
目
（
二
〇
四
貫
目
余
の
減
）
と
な
っ
た
。
地
方
請

も
、
一
一
七
〇
貫
目
余
（
三
二
三
貫
目
余
の
減
）
に
減
少
し
た
。

　

こ
の
予
算
大
綱
は
、安
政
期
に
も
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
れ
る
。
安
政
五
年「
御

本
勘
米
銀
払
物
付
抜）

（（
（

」
に
よ
れ
ば
、
江
戸
方
請
は
、
一
七
九
四
貫
目
余
・
米
五

九
三
三
石
（
現
米
渡
し
）
と
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
地
方
請
は
一
一
二
八
貫
目
余

と
少
し
減
少
し
て
お
り
、本
勘
全
体
の
請
払
は
五
九
一
・
九
二
貫
目
の
不
足
（
赤

字
）
と
な
っ
て
い
る
。
萩
藩
財
政
の
二
大
柱
は
、
米
と
紙
で
あ
っ
た
が
、
山
代

を
中
心
と
す
る
諸
郡
の
紙
が
衰
退
し
、
文
政
四
年
予
算
大
綱）

（（
（

で
「
御
紙
売
上
り

銀
」（
紙
売
却
益
で
あ
り
、地
方
請
小
物
成
の
一
つ
で
あ
る
）二
九
七
貫
目
余
あ
っ

た
も
の
が
、一
九
三
・
七
一
貫
目
に
減
少
し
て
い
る
。「
諸
郡
御
紙
御
仕
入
米
」（
地

表（４）　嘉永４年改正石高・配高覚
項目 石高（石） 備考

惣高 895882.69580
内
長府・徳山・岩国領 183022.00000
御家来中幷寺社家其外下地御配之分 200037.66572
永否・土手代・溝代幷御高札場・御蔵床・
庄屋畔頭給其外諸除之分（蔵入諸引方） 53637.35950

残現高 459185.67058 田高371913.90213石（81%）、畠高87271.76845石。
内
御家来中幷寺社家其外浮米を以御配之分 267640.48160
御撫育方請之分 40162.43000
没収減少石勘文方請之分 9052.81927
大坂借ニ付減少石御悩借方請之分 21270.28855
尚残江戸方請之分 121059.65116

右嘉永四亥年改
出典：益田家文書51－333「嘉永四年改御石高御配差引之覚」。

表（５）　嘉永４年改正御所務米銀請払差引
項目 米（石） 銀（貫目） 備考

田畠御物成諸浮役其外之分 154914.22806 1072.153792
御紙御売上り銀・酒場和市違銀・櫨板場
御運上銀其外数廉小物成請之分 14188.00033 703.231199

現米銀合 169102.22839 1775.384991
内
御家来中幷寺社家其外浮米御配之分 101447.97359 171.219381
御撫育方御引渡之分 17131.73877 49.060325
没収減少石之内御加恩残り幷三ケ壱方御
引除ニして御返済方勘文方江渡方之分 3621.12770

大坂借ニ付減少石御悩借方江同断 8508.11542
江戸方請御所務御表を始上々様方御仕渡
其外於江戸方御払相成分 5933.15200 1794.672852

諸郡より上納之鶴雁其外数廉上納物々江
対代米銀被立下分 67.35000 49.654640

御国中検見落・破難船捨り米等御引当 4000.00000
合 140709.45748 2064.607198
残米銀 28392.77091 -289.222208 残り米弐石替銀ニして不足銀償之
弥残銀 1130.416337
外ニ足軽以下旅役銀御引当トして御返済
方より請方之分 40.000000

以上此銀小物成与相唱地方請ニして諸悉
皆御払引当被仰付候事 1170.416337 内282.604貫目余は御臨時４分の１

右御本勘御根積嘉永四亥御改被仰付分、当時増減茂有之候得共、都合前書之目安を以、年々請払仕詰差出候事
出典：益田家文書51－333－２「御所務米銀請払差引」。
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元
に
投
下
す
る
米
で
定
和
市
に
よ
る
）
は
、
一
万
七
三
四
三
石
も
あ
る
。
さ
ら

に
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
諸
郡
紙
「
損
徳
差
引
書）

（（
（

」
に
よ
れ
ば
、
紙
仕
入

米
定
和
市
が
二
石
五
斗
替
え
（
米
一
石
＝
四
〇
匁
）
の
ま
ま
で
あ
る
の
に
、
大

坂
売
却
米
値
段
一
二
二
匁
と
の
間
に
間
欠
銀（
逆
鞘
）が
出
、紙
値
段
の
低
迷（
半

紙
一
丸
＝
一
〇
八
～
一
二
五
匁
）
も
加
わ
っ
て
、
諸
郡
紙
は
五
二
〇
貫
目
も
の

損
銀
が
出
る
有
様
で
あ
っ
た
。
な
お
、
後
期
の
山
代
紙
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を

参
照
さ
れ
た
い）

（（
（

。

　

こ
こ
で
、
大
坂
御
用
達
か
ら
の
借
銀
を
追
っ
て
み
よ
う
。
前
掲
の
弘
化
四
年

借
銀
表
（
２
）
年
賦
借
の
部
の
三
項
目
に
つ
い
て
、
嘉
永
六
丑
年
五
月
「
年
賦

組
変
」
を
申
し
入
れ
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う）

（（
（

。

　
　
　

覚

　

一
銀
三
千
八
百
四
拾
九
貫
目

　
　
　

但 

、
利
足
年
三
朱
、
去
子
年
迄
元
居
利
払
、
当
丑
年
よ
り
十
ケ
年
賦
調

之
分
、
来
ル
戌
年
迄
十
ケ
年
之
間
元
居
利
払
、
十
一
ケ
年
目
亥
年
ニ

至
り
是
迄
之
御
約
定
通
十
ケ
年
賦
ニ
し
て
御
返
済
可
致
候
事

　

一
同
五
百
四
拾
弐
貫
八
百
目
余

　
　
　

但 

、利
足
年
三
朱
半
、去
子
年
迄
元
居
利
払
、当
丑
よ
り
五
ケ
年
賦
之
分
、

来
ル
戌
年
迄
同
断

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　

一
銀
六
百
五
十
七
貫
五
百
目
余

　
　
　

但 

、利
足
年
弐
朱
、去
子
年
迄
元
居
利
払
、当
丑
よ
り
八
ケ
年
賦
調
之
分
、

来
ル
戌
年
迄
拾
ケ
年
之
間
元
居
利
払
、
拾
壱
ケ
年
目
亥
年
ニ
至
り
是

迄
之
御
約
定
通
、
弐
朱
利
八
ケ
年
賦
ニ
し
て
御
返
済
可
致
候
事

　

三
八
四
九
貫
目
の
分
は
、
元
を
辿
れ
ば
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
年
利

三
％
に
利
下
げ
、
五
カ
年
元
居
（
元
銀
部
分
は
払
わ
ず
利
子
分
の
み
を
払
う
）、

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
一
〇
年
賦
と
い
う
条
件
だ
っ
た
も
の
を
、
弘
化

二
年
に
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
年
延
べ
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
さ
ら
に
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
ま
で
年
延
べ
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
。

　

五
四
二
貫
八
百
目
の
分
は
、天
保
十
一
年
か
ら
一
〇
年
賦
の
う
ち
の
残
り
を
、

弘
化
二
年
に
嘉
永
五
年
ま
で
年
延
べ
、
嘉
永
六
年
よ
り
五
カ
年
賦
と
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
文
久
二
年
ま
で
年
延
べ
。

　

六
五
七
貫
五
〇
〇
匁
の
分
は
、
萩
藩
大
坂
御
用
達
の
中
心
加
嶋
屋
久
右
衛
門

か
ら
借
り
て
い
た
も
の
で
、
天
保
十
年
か
ら
一
〇
年
元
居
利
払
、
八
年
賦
と
し

て
い
た
も
の
を
、
弘
化
二
年
に
一
〇
年
の
年
延
べ
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
さ
ら
に
一
〇
年
の
年
延
べ
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
。
前
二
者
は
塩
屋
・

鴻
池
三
家
・
加
嶋
屋
二
家
か
ら
、
後
者
は
加
嶋
屋
久
右
衛
門
か
ら
の
借
銀
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
「
年
賦
組
変
」
を
渋
「々
御
請
」
し
た
。

　

同
じ
嘉
永
六
年
の
六
月
三
日
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
。
萩
藩
は
、
幕

府
か
ら
大
森
つ
い
で
相
州
警
衛
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
翌
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）

九
月
十
三
日
に
「
非
常
之
御
仕
組
」
を
決
定
し
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え

て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う）

（（
（

。

去
夏
亜
墨
利
加
船
渡
来
ニ
付
而
者
、
大
森
へ
為
警
固
御
人
数
被
差
出
、
引

続
相
模
国
御
備
場
御
委
任
一
条
大
段
之
御
入
目
ニ
而
、
差
向
所
者
江
戸
・

大
坂
其
外
御
調
達
銀
を
以
御
凌
方
相
成
候
得
共
、
往
々
御
持
続
之
御
目
途
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も
無
之
、
元
来
御
地
不
足
之
御
所
帯
向
へ
相
添
、
新
古
御
借
銀
之
御
納
方

等
相
束
候
而
者
不
容
易
御
事
ニ
而
、
私
役
座
ニ
お
ゐ
て
も
御
繰
巻
之
絶
手

段
、
当
惑
仕
候
、
加
之
今
般
御
国
中
御
根
積
改
正
被
仰
付
候
処
、
惣
御
高

之
内
文
政
度
之
御
積
前
、
永
否
・
石
下
等
ニ
而
三
万
石
之
御
所
務
劣
ニ
有

之
候
処
、
猶
又
此
御
改
ニ
而
弐
万
石
余
相
加
、
都
合
五
万
三
千
石
余
之
儀

請
劣
と
相
成
、
何
共
恐
入
候
次
第
ニ
御
座
候
、
是
迄
者
諸
御
配
地
其
外
差

引
残
り
拾
四
万
石
余
之
御
物
成
、
銀
単
に
し
て
弐
千
弐
百
九
拾
貫
目
余
之

辻
江
戸
へ
引
渡
相
成
来
候
処
、
前
断
御
所
務
劣
ニ
付
、
向
後
者
拾
弐
万
余

之
外
相
備
不
申
、
此
御
物
成
銀
単
に
し
て
千
八
百
貫
目
余
と
相
成
、
此
辻

を
以
御
表
を
は
じ
め
、
上
々
様
方
御
遣
用
其
外
諸
悉
皆
御
払
出
被
仰
付
、

是
非
共
量
入
為
出
之
御
制
度
を
以
御
通
り
方
不
被
為
成
而
ハ
不
相
済
、
依

之
此
度
於
御
表
ニ
も
非
常
之
御
仕
組
被
仰
出
、
諸
事
御
直
裁
同
様
被
遊
御

駆
引
、
云
々

　

ペ
リ
ー
来
航
に
よ
り
、
大
森
つ
い
で
相
州
警
衛
を
命
ぜ
ら
れ
、
当
年
は
大
坂

新
借
二
〇
〇
〇
貫
目
（
月
別
六
朱
一
〇
年
賦
）
な
ど
で
凌
い
で
い
る
が
、
も
と

も
と
「
御
地
不
足
」（
領
知
に
比
し
て
家
臣
団
数
が
過
大
で
藩
財
政
に
充
て
る

財
源
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
）
の
財
政
に
大
き
な
新
古
借
銀
を
抱
え
て

い
る
。
前
述
し
た
嘉
永
四
年
の
予
算
大
綱
改
正
に
も
ふ
れ
、天
保
改
革
時
の「
量

入
為
出
」（
収
入
に
見
合
っ
た
支
出
を
す
る
）
の
方
針
に
立
ち
返
っ
て
「
非
常

之
御
仕
組
」
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
無
余
儀
当
年
よ
り
往
五
ケ
年
之
間
、

御
家
来
中
幷
農
民
共
よ
り
増
出
米
被
為
請
」
と
、
五
カ
年
半
知
（
地
下
馳
走
米

は
石
別
四
升
か
）
を
命
じ
た
。「
上
々
様
方
御
仕
渡
銀
」（
藩
主
と
そ
の
係
累
へ

の
配
当
）
も
、
そ
れ
ま
で
の
三
割
引
き
か
ら
五
割
引
き
へ
と
減
額
し
た
。

　

安
政
二
年
に
は
、「
江
戸
方
御
請
物
三
ケ
一
を
常
用
と
し
、
其
二
ツ
を
以
海

防
御
用
途
ニ
被
差
出
候
」、「
以
来
十
万
石
以
下
之
通
り
方
申
付
、
偏
ニ
文
武
興

隆
異
賊
防
禦
を
主
と
」
す
る
と
い
う
。「
十
万
石
以
下
之
通
り
方
」
と
は
、
表

高
三
六
万
九
四
一
一
石
の
大
名
の
「
御
居
形
」（
お
い
か
た
、
つ
ま
り
暮
ら
し

向
き
・
格
式
）
で
は
な
く
、
一
〇
万
石
以
下
の
大
名
の
格
式
と
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
初
め
て
半
知
の
馳
走
を
課
し
た
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、

つ
ま
り
一
五
〇
年
前
の
故
実
を
持
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
半
知
の
馳

走
に
喘
ぐ
家
臣
団
を
気
遣
っ
て
、
家
臣
借
銀
の
公
内
借
捌
き
を
命
じ
た
。
仕
組

期
間
中
は
、「
公
内
借
一
統
元
米
銀
調
延
引
、
加
詰
五
朱
利
調
」、
つ
ま
り
元
居
・

年
利
五
％
へ
の
利
下
げ
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
同
年
江
戸
大
地
震
に
よ
っ
て
、

上
屋
敷
の
桜
田
邸
・
抱
え
屋
敷
の
葛
飾
邸
が
大
破
す
る
と
い
う
打
撃
も
あ
っ
た
。

　

安
政
五
年
に
は
備
場
が
相
州
か
ら
兵
庫
に
所
替
え
に
な
り
、
大
坂
御
用
達
か

ら
一
九
〇
〇
貫
目
（
三
年
で
加
嶋
屋
・
鴻
池
調
達
、
月
別
六
朱
利
、
調
達
翌
年

か
ら
一
〇
年
賦
）、
一
〇
〇
〇
貫
目
（
加
嶋
屋
・
鴻
池
調
達
の
当
用
借
、
月
別

六
朱
利
）
の
新
借
の
約
束
を
し
た
。

　

文
久
二
戌
年
に
は
、「
戌
年
十
一
月
両
殿
様
御
滞
京
、
江
府
御
往
返
、
御
女

儀
方
御
下
国
為
御
入
用
銀
三
千
貫
目
」
を
、
大
坂
御
用
達
中
か
ら
新
借
し
、
さ

ら
に
翌
文
久
三
亥
年
「
当
亥
年
五
月
御
国
・
京
都
御
一
件
臨
時
為
御
手
当
、
両

家
江
銀
千
弐
百
貫
目
御
当
用
借
被
仰
出
」
と
、
一
二
〇
〇
貫
目
の
当
用
銀
借
用

を
申
し
入
れ
て
い
る
。
前
者
は
航
海
遠
略
策
の
入
説
、
参
勤
交
代
制
緩
和
に
よ

る
婦
人
の
帰
国
、
後
者
は
攘
夷
決
行
、
八
月
十
八
日
の
政
変
を
指
す
。
文
久
三
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年
十
二
月
の
大
坂
御
用
達
中
の
請
書
で
は
、
二
〇
〇
〇
貫
目
の

当
用
借
（
十
二
月
調
達
、
翌
年
十
一
月
返
済
、
月
別
六
朱
利
）、

一
〇
〇
〇
貫
目
（
翌
々
年
調
達
、
満
年
よ
り
一
〇
年
済
、
月
別

六
朱
利
）
と
な
っ
て
い
る
。
元
治
元
年
以
降
は
、
慶
応
三
年
分

ま
で
記
事
が
な
い
。
元
治
元
年
は
、
七
月
十
九
日
禁
門
の
変
、

八
月
五
日
四
国
連
合
艦
隊
下
関
砲
撃
、
十
一
月
萩
藩
の
恭
順
表

明
、
十
二
月
内
戦
と
激
動
の
年
に
な
っ
た
。
江
戸
藩
邸
・
大
坂

蔵
屋
敷
と
も
に
没
収
と
な
り
、
大
坂
と
の
関
係
が
途
絶
し
た
た

め
に
「
長
州
諸
用
帳
」
に
記
載
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

二　

幕
末
期
の
和
市
変
動
と
札
銀
の
増
刷

　

藩
財
政
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
の
一
つ
に
、
和
市
変

動
が
あ
る
。
近
世
中
期
の
貨
幣
改
鋳
・
藩
札
再
発
行
に
と
も
な

う
激
甚
な
和
市
変
動
と
藩
財
政
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で

検
討
し
た）

（（
（

。
そ
の
時
期
以
上
の
和
市
変
動
が
起
っ
た
の
が
、
幕

末
期
で
あ
る
。
ま
ず
藩
札
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　

表
（
６
）
は
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
時
点
で
の
藩
札
出
高
表）

（（
（

で
あ
る
。

天
保
七
年
ま
で
の
三
万
八
〇
四
八
貫
目
余
の
内
六
〇
〇
〇
貫
目
余
は
、
損
札
と

し
て
焼
き
捨
て
ら
れ
、残
札
は
三
万
二
〇
〇
〇
貫
目
弱
で
あ
る
。
文
政
十
二
年
・

天
保
元
年
・
天
保
二
年
の
三
年
間
は
、
約
一
万
五
〇
〇
〇
貫
目
の
大
増
刷
を
行

い
、
増
刷
は
主
と
し
て
領
内
産
物
買
占
め
に
充
て
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
産
物
会

所
一
件
で
あ
り
、
富
大
市
・
小
富
・
萩
相
場
所
と
と
も
に
、
天
保
大
一
揆
の
原

因
と
な
っ
た
失
政
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
は
停
止
さ
れ
、
翌
天
保
三
年
の
減
収
高）

（（
（

は
、
①
江
戸
方
請
銀
八
七
〇
貫
目
余
の
う
ち
、「
当
時
札
位
下
落
ニ
付
、
五
割

之
歩
劣
り
ニ
し
て
」二
九
〇
貫
目
余
、②
地
方
請
銀
八
〇
六
貫
目
余
の
う
ち
、「
同

断
ニ
し
て
」
二
六
八
貫
目
余
、③
「
両
関
御
米
入
札
御
徳
用
銀
」
二
〇
〇
貫
目
、

④
「
於
諸
所
小
富
入
札
御
徳
用
銀
」
三
〇
〇
貫
目
、
⑤
「
相
場
所
御
徳
用
銀
」

一
五
〇
貫
目
、
⑥
「
櫨
板
場
御
徳
用
銀
」
五
〇
貫
目
、
以
上
一
二
五
八
・
八
貫

目
で
あ
る
。
⑦
「
外
ニ
」
と
し
て
、「
産
物
御
買
取
代
と
し
て
、
逐
々
御
内
用

表（６）　萩藩札出高表（天保10亥年）
項目 札銀（貫目） 備考

安永５申年勘文方より札座江渡方之分 3313.9329 重就代3313貫目
寛政４子年新札調被仰付候分 314.7840 
寛政６寅年同断 300.0000 
寛政８辰年同断 500.0000 
寛政11未年同断 500.0000 
文化元子年同断 500.0000 
文化５辰年同断 1100.0000 斉房代3214貫目増
文化10酉年同断 1220.0000 
文化11戌年同断 2500.0000 
文政３辰年同断 3000.0000 
文政６未年同断 3000.0000 
文政７申年同断 3500.0000 
文政８酉年同断 1600.0000 
文政９戌年同断 100.0000 
文政11子年同断 100.0000 ここまで14520貫目増、小計21548貫目
文政12丑年同断 5750.0000 
天保１寅年同断 5500.0000 
天保２卯年同断 3700.0000 文政12～天保２で15000貫目弱増
天保４巳年同断 100.0000 
天保５午年同断 300.0000 
天保６未年同断 150.0000 
天保７申年同断 1000.0000 
以上 38048.7169 
内
文化11戌年薄□損札焼捨被仰付分 -9.1809 
天保４巳年同断 -814.9259 
天保５午年同断 -4826.9264 
以上焼捨被仰付分 -5651.0332 
天保改之節引替ニ不差出分於于下流失
焼失ニ相当ル分 -436.4819 

差引残 31961.2018 
内
置居御預りとして天保６未年より拾ケ
年之間符込ニ被仰付分 -2020.0000 

同年より壱ケ年立御預りとして差出せ
金子を以御返済相成候分当亥年迄右之
辻同断尤追々焼捨被仰付哉之分

-5353.5000 （年々1000貫目くらい返済カ）

猶差引残（但此辻通用銀之分） 24587.7018 
出典：益田家文書６－35「鈔銀出高」（天保10年）。
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方
江
御
渡
銀
高
壱
万
六
千
貫
目
へ
当
り
、
凡
三
割
半
之
間
欠
ニ
し
て
」
五
六
〇

〇
貫
目
も
あ
る
。

　

①
②
と
⑦
は
、
札
銀
大
量
発
行
に
関
る
も
の
で
あ
り
、
札
銀
が
「
五
割
之
歩

劣
り
」（
歩
差
し
五
歩
と
も
い
う
）、
つ
ま
り
札
銀
価
値
が
三
分
の
二
と
な
っ
た

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歩
差
し
五
歩
で
は
、正
銀
一
〇
〇
匁
を
得
る
た
め
に
は
、

札
銀
一
五
〇
匁
を
必
要
と
す
る
。
近
世
後
期
で
最
大
の
歩
差
し
で
あ
る
。
⑦
は
、

内
用
方
を
通
じ
て
豪
農
商
に
藩
札
を
貸
与
し
、
領
内
産
物
を
買
い
占
め
さ
せ
た

も
の
の
未
収
銀
で
あ
る
。
札
位
回
復
の
た
め
に
、
天
保
四
年
に
改
印
、
天
保
六

年
札
銀
二
〇
二
〇
貫
目
を
一
〇
年
間
「
符
込
」
と
し
、
ま
た
同
年
か
ら
毎
年
一

〇
〇
〇
貫
目
の
正
銀
を
大
坂
か
ら
取
り
下
し
て
札
銀
五
三
五
三
貫
目
余
を
取
り

込
ん
だ
。こ
う
し
て
天
保
十
年
時
点
で
二
万
四
五
八
七
貫
目
の
残
札
と
な
っ
た
。

　

つ
ぎ
に
札
銀
残
高
が
わ
か
る
の
は
、
村
田
清
風
に
よ
る
天
保
十
三
寅
年
「
公

内
借
捌
草
案
」
の
う
ち
「
御
借
銀
捌
大
野
取
」
で
あ
る）

（（
（

。
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

一 

当
寅
年
よ
り
来
亥
歳
迄
拾
ケ
年
に
、
御
借
銀
高
六
万
弐
千
七
百
六
拾
三

貫
目
余
之
利
且
納
皆
済
、
残
而
札
銀
出
高
凡
二
万
三
千
貫
目
余
相
残
り

候
事

　
　

一 

於
地
方
符
込
札
銀
凡
七
千
貫
目
之
内
三
千
三
百
七
拾
八
貫
目
被
差
出
、

地
町
御
預
り
銀
・
熊
谷
累
利
・
国
光
御
借
上
銀
六
千
弐
百
六
貫
目
余
之

所
江
、
六
朱
利
引
ニ
し
て
御
納
入
有
之
候
へ
者
、
弐
千
八
百
弐
拾
八
貫

目
余
之
御
徳
用
ニ
相
成
候

　
　

一 

出
札
寅
卯
辰
三
ケ
年
三
千
貫
御
取
入
、
焼
捨
之
御
仕
法
ニ
僉
儀
仕
候
事

　
　

一 

御
符
込
札
銀
七
千
貫
目
之
内
、
凡
三
千
貫
目
余
も
御
遣
払
被
仰
付
候

ハ
ヽ
、
札
銀
歩
差
江
拘
り
可
申
哉
と
相
見
候
処
、
此
節
ニ
而
ハ
芸
石
辺

ニ
而
も
萩
札
相
用
ひ
、
諸
郡
ニ
は
札
銀
至
而
少
く
、
諸
上
納
銀
も
大
概

於
萩
心
遣
仕
候
様
相
聞
、
其
費
有
之
間
敷
哉
、
且
又
於
大
黒
や
札
銀
焼

捨
之
御
仕
法
も
被
相
行
候
ハ
ヽ
、
強
而
之
御
手
も
つ
れ
ニ
も
相
成
間
敷

哉
与
僉
儀
仕
候
事

　

天
保
十
年
時
点
で
二
万
四
五
八
七
貫
目
だ
っ
た
出
札
は
、
三
年
後
に
は
二
万

三
〇
〇
〇
貫
目
と
な
っ
て
い
た
。
差
額
の
一
五
八
七
貫
目
は
、
ま
た
取
り
込
ま

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
二
万
三
〇
〇
〇
貫
目
の
出
札
は
、
領
民
へ
の
借
銀
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
一
廉
目
か
ら
読
み
取
れ
る
。
一
方
で
、
符
込
札
銀

七
三
七
三
貫
目
の
内
三
三
七
八
貫
目
を「
符
放
」ち
に
し
て
、町
村「
御
預
り
銀
」・

「
熊
谷
累
利
」・「
国
光
御
借
上
銀
」の
と
こ
ろ
へ
入
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
熊
谷
・

国
光
は
、萩
の
御
用
達
町
人
で
あ
り
、「
大
黒
や
」も
萩
の
両
替
商
で
あ
る
。「
符

放
」
ち
に
し
て
も
、
三
年
間
で
取
り
込
む
計
画
を
立
て
、
ま
た
隣
国
・
領
内
で

の
萩
札
の
流
通
状
況
を
見
れ
ば
、「
札
銀
歩
差
」
し
に
拘
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
萩
札
の
出
高
が
わ
か
る
の
は
、
二
二
年
後
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

の
つ
ぎ
の
史
料
で
あ
る）

（（
（

。

　
　
　
　

覚

　

一
札
銀
三
万
八
百
四
拾
弐
貫
八
百
七
拾
八
匁

　

壱
匁
已
下
分
札

　

一
同
千
百
拾
八
貫
三
百
弐
拾
三
匁
八
分

　
　
　

但
、
弐
廉
天
保
度
迄
追
々
摺
調
相
成
候
分

　

一
同
壱
万
貫
目

九



　
　
　

但
、
去
ル
巳
ノ
年
よ
り
当
節
迄
摺
調
相
成
候
分

　
　

〆
四
万
千
九
百
六
拾
壱
貫
弐
百
壱
匁
八
分

　

七
拾
五
匁
和
市
金
ニ
し
て

　
　

以
上
五
拾
五
万
九
千
三
百
六
拾
弐
両
余

　

最
初
の
二
廉
の
合
計
三
万
一
九
六
一
・
二
〇
一
八
貫
目
は
、
前
掲
表
（
６
）

の
天
保
十
年
残
札
に
寸
分
違
わ
ず
一
致
す
る
。
三
廉
目
の
一
万
貫
目
は
、
安
政

四
巳
年
か
ら
元
治
元
子
年
ま
で
に
増
刷
さ
れ
た
も
の
で
、
以
上
三
廉
合
計
四
万

一
九
六
一
・
二
〇
一
八
貫
目
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
一
両
＝
藩
札
七
五
匁
の
和

市
に
し
て
、
五
五
万
九
三
六
二
両
余
に
当
た
る
。
同
じ
元
治
元
年
の
史
料
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

覚

　

□
新
札
□
□
五
千
弐
百
四
拾
四
貫
九
百
九
拾
七
匁
九
分

　
　

□
安
政
五
午
ノ
冬
よ
り
当
子
ノ
□
□
月
迄
仕
調
辻

　

一
同
六
千
五
百
四
拾
貫
目

　
　

 

右
当
子
ノ
六
月
御
伺
之
分
壱
万
貫
目
之
内
、
当
六
月
以
来
当
節
迄
両
度
之

成
就
辻

　

一
同
三
千
四
百
六
拾
貫
目

　
　

右
御
伺
済
壱
万
貫
目
之
内

　

合
弐
万
五
千
弐
百
四
拾
四
貫
九
百
九
拾
七
匁
九
分

　
　

右
初
年
よ
り
御
伺
惣
高

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　

札
銀
差
引

　

一
銀
弐
万
六
千
四
百
八
拾
壱
貫
目

　
　
　
　

内

　
　

三
千
百
六
拾
九
貫
七
百
五
拾
八
匁
七
分

　
　
　

但
、
去
ル
午
年
已
後
焼
捨
相
成
候
分

　

□
り

　
　

□
万
三
□
□
□
□
壱
貫
弐
百
目　
（
二
万
三
三
一
一
貫
二
〇
〇
匁
）

　

 

□
□
万
□
□
□
□
□
□
□
貫
九
百
□
□
七
匁
九
分
（
二
万
五
二
四
四
貫
九
九

七
匁
九
分
）

　
　
　

但
、
□
午
年
已
後
□
□
之
分

　

□
□

　
　

□
万
八
千
五
百
五
拾
六
貫
百
九
拾
目
余
（
四
万
八
五
五
六
貫
一
九
〇
匁
）

　

代
り
金

　
　

六
拾
四
万
七
千
四
百
拾
五
両

　
「
覚
」
一
廉
目
の
新
札
一
万
五
二
四
四
・
九
九
七
九
貫
目
は
、
安
政
五
年
か

ら
元
治
元
年
の
当
節
ま
で
に
増
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
・
三
廉
目
は
、
当

年
六
月
藩
主
に
伺
済
み
の
一
万
貫
目
で
、
三
分
の
二
近
く
出
来
て
い
る
。
三
廉

目
の
残
る
三
分
の
一
も
合
わ
せ
る
と
、
合
計
二
万
五
二
四
四
・
九
九
七
九
貫
目

の
新
札
と
な
る
。
文
政
十
二
年
か
ら
天
保
二
年
の
一
万
五
〇
〇
〇
貫
目
大
増
刷

の
後
、
安
政
五
年
か
ら
元
治
元
年
ま
で
の
七
年
間
に
二
万
五
〇
〇
〇
貫
目
に
及

ぶ
大
増
刷
が
行
わ
れ
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
経
済
政
策
の
転
換

が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
背
景
に
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ペ
リ
ー
来
航

以
来
の
内
憂
外
患
の
政
治
情
勢
で
あ
る
。

一
〇



歩
差
し
の
行
方
で
あ
る
。
文
政
十
二
年
～
天
保
二
年
の
大
増
刷
は
、「
五
割
之

歩
劣
り
」（
五
歩
差
し
、
す
な
わ
ち
三
分
の
二
へ
の
減
価
）
を
引
き
起
し
た
。

岩
橋
勝
の
研
究
に
よ
れ
ば）

（（
（

、
柳
井
小
田
家
（
岩
国
藩
領
）「
棚
卸
帳
」
に
よ
る

萩
札
相
場
は
、
表
（
７
）
の
よ
う
で
あ
る
。

　

天
保
二
・
三
年
の
正
銀
一
〇
〇
に
対
す
る
萩
藩
札
の
指
数
は
、
六
五
、
六
四

と
な
っ
て
お
り
、
前
述
の
歩
差
し
五
歩
（
六
六
・
六
）
に
極
め
て
近
い
。
天
保

四
年
の
五
七
を
底
に
、
天
保
財
政
改
革
期
を
経
て
九
〇
に
ま
で
持
ち
直
す
。
前

述
し
た
年
一
〇
〇
〇
貫
目
の
正
銀
投
入
・
札
銀
取
り
入
れ
が
効
い
た
こ
と
と
、

天
保
八
年
発
行
の
天
保
丁
銀
・
豆
板
銀
の
品
位
が
悪
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
影

響
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
前
稿
で
指
摘
し
た
ご
と
く
、
貨
幣
を
必

要
と
す
る
流
通
の
深
化
の
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

新
た
な
大
増
刷
の
あ
っ
た
安
政
五
年
～
元
治
元
年
は
、
札
価
指
数
は
九
〇
～

九
三
と
比
較
的
安
定
し
た
数
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
萩
藩
側
の
史
料）

（（
（

で

　
「
札
銀
差
引
」
一
廉
目
の
二
万
六
四
八
一
貫
目
は
、
新
札
以
前
の
流
通
藩
札

で
あ
る
。
天
保
十
三
年
時
点
の
出
札
二
万
三
〇
〇
〇
貫
目
と
比
較
し
て
、
大
き

な
変
化
は
な
い
。
新
札
発
行
に
あ
わ
せ
て
旧
札
の
う
ち
三
一
六
九
貫
目
余
を
取

り
込
み
、
焼
き
捨
て
に
し
た
。
歩
差
し
対
策
と
し
て
実
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
旧
札
の
残
り
二
万
三
三
一

一
・
二
貫
目
と
二
廉
目
の
新
札

二
万
五
二
四
四
・
九
九
七
九
貫

目
の
合
計
は
、四
万
八
五
五
六
・

一
九
貫
目
と
な
り
、
金
一
両
＝

藩
札
七
五
匁
の
和
市
に
し
て
、

六
四
万
七
四
一
五
両
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
元
治
元
年
時
点
で
の

萩
藩
札
の
出
高
で
あ
る
。

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の

山
口
藩
の
藩
札
出
高
は
、
一
四

八
万
円）

（（
（

（
一
両
＝
一
円
）
と
、

元
治
出
札
の
二
・
二
倍
以
上
と

な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
経
過
は

い
ま
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
し
え

な
い
。

　

つ
ぎ
に
気
に
な
る
の
は
、
藩

札
を
大
増
刷
し
た
こ
と
に
よ
る

表（７）　萩札相場表（正銀100に対する札価指数）

年代
十
二
支

西暦 札価

文政５ 午 22年 100
文政６ 未 23年 100
文政７ 申 24年 100
文政８ 酉 25年 100
文政９ 戌 26年 100
文政10 亥 27年 100
文政11 子 28年 100
文政12 丑 29年 94
天保１ 寅 30年 75
天保２ 卯 31年 65
天保３ 辰 32年 64
天保４ 巳 33年 57
天保５ 午 34年 62
天保６ 未 35年 58
天保７ 申 36年 58
天保８ 酉 37年 67
天保９ 戌 38年 76
天保10 亥 39年 80
天保11 子 40年 80
天保12 丑 41年 84
天保13 寅 42年 85
天保14 卯 43年 90
弘化１ 辰 44年 90
弘化２ 巳 45年 90
弘化３ 午 46年 94
弘化４ 未 47年 94
嘉永１ 申 48年 94
嘉永２ 酉 49年 94
嘉永３ 戌 50年 94
嘉永４ 亥 51年 90
嘉永５ 子 52年 90
嘉永６ 丑 53年 90
安政１ 寅 54年 90
安政２ 卯 55年 90
安政３ 辰 56年 90
安政４ 巳 57年 90
安政５ 午 58年 90
安政６ 未 59年 93 付表

万延１ 申 60年 93 札価 金１両＝
札銀何匁

金１両＝
正銀何匁

文久１ 酉 61年 93 85.3 75 64
文久２ 戌 62年 93 85.3 75 64
文久３ 亥 63年 90
元治１ 子 64年 90 75
慶応１ 丑 65年 93 75
慶応２ 寅 66年 90 64
慶応３ 卯 67年 95 85.3 75 64
明治１ 辰 68年 95
明治２ 巳 69年 100 80
明治３ 午 70年
明治４ 未 71年 64

出典：岩橋勝『近世物価史の研究』。
付表出典：県庁旧藩647「諸仕組銀請払幷貸捌帳」。
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補
っ
て
み
る
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
は
、
金
一
両
＝
正
銀
六
四
匁
、
金

一
両
＝
萩
札
七
五
匁
、
つ
ま
り
正
銀
を
一
〇
〇
と
す
れ
ば
藩
札
八
五
・
三
で
あ

る
。
文
久
二
年
も
同
じ
和
市
で
あ
る
。
元
治
元
年
・
慶
応
元
年
は
、
金
一
両
＝

萩
札
七
五
匁
で
あ
る
。
な
お
元
治
元
年
に
は
、
三
歩
差
し
、
つ
ま
り
七
六
・
九

を
示
す
史
料
も
あ
る
。
慶
応
二
年
は
金
一
両
＝
正
銀
六
四
匁
で
あ
る
。
慶
応
三

年
は
、
金
一
両
＝
正
銀
六
四
匁
、
萩
札
七
五
匁
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
間
は
基

調
と
し
て
指
数
八
五
・
三
の
ま
ま
推
移
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
和
市
の
変
化
す

る
の
は
、
明
治
二
年
金
一
両
＝
萩
札
八
〇
匁
、
明
治
四
年
金
一
両
＝
萩
札
六
四

匁
で
あ
り
、
ま
た
新
た
な
条
件
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

　

大
増
刷
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
札
価
の
暴
落
が
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
元
治
元
年
の
史
料
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る）

（（
（

。

　
　
　

御
蔵
金
銀
野
取

　

一
金
拾
万
三
百
八
拾
両

　
　
　

内

　
　

五
万
千
五
百
弐
拾
六
両
余

　
　
　

但 

、
山
口
御
銀
子
方
・
当
時
受
銀
方
其
外
江
、
新
札
遣
払
代
り
江
対
シ

御
引
除
相
成
分

　
　

壱
万
七
千
七
百
九
拾
五
両

　
　
　

但
、
古
金
之
分
引
之

　
　

残
り
三
万
千
五
拾
九
両

　

つ
ま
り
新
札
を
発
行
す
る
代
り
に
、
兌
換
用
に
金
を
五
万
一
五
二
六
両
確
保

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
後
ロ
金
」
と
い
う
。
か
つ
て
享
保
札
が
二
〇

分
の
一
・
三
〇
分
の
一
に
暴
落
し
た
の
は
、
享
保
十
七
年
の
虫
枯
ほ
か
で
「
後

ロ
米
」
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
天
保
期
の
萩
札
価
の
低
下
し
た
の
は
、、

「
後
ロ
銀
」
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
を

活
か
し
て
、「
後
ロ
金
」
を
確
保
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
貿
易
に
よ
っ
て

金
銀
が
海
外
へ
流
出
し
、と
り
わ
け
銀
経
済
圏
の
西
国
で
は
正
銀
が
欠
乏
し
て
、

正
銀
の
名
目
化
が
激
し
く
進
行
し
た
事
情
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
萩
藩
領
で

も
正
銀
が
欠
乏
し
て
お
り
、
金
に
よ
る
取
引
が
増
加
し
て
い
る
。
藩
札
の
流
通

が
、
比
較
的
円
滑
に
行
わ
れ
た
背
景
で
あ
る
。
安
政
六
年
発
行
の
丁
銀
・
豆
板

銀
（
純
分
率
一
三
％
で
天
保
丁
銀
・
豆
板
銀
の
そ
れ
の
半
分
）
と
、
同
年
発
行

の
安
政
三
分
通
用
洋
銀
（
純
分
率
八
七
％
）
の
対
比
も
興
味
深
い
。

　

つ
ぎ
に
領
内
米
価
の
変
遷
を
み
よ
う
。
前
に
掲
げ
た
表
（
１
）
に
「
御
買
米

直
段
」（
知
行
米
の
銀
替
え
計
算
ほ
か
の
必
要
か
ら
藩
が
定
め
た
公
定
米
価
で
、

領
内
米
価
に
近
い
）
が
示
し
て
あ
る）

（（
（

。
こ
れ
は
南
石
（
南
前
、
つ
ま
り
瀬
戸
内

側
に
津
出
し
さ
れ
る
米
で
あ
る
）
一
石
の
札
銀
表
示
値
段
で
あ
り
、
銀
一
〇
〇

匁
に
何
石
替
え
と
記
載
の
あ
る
も
の
を
、
米
一
石
に
銀
何
匁
に
換
算
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
御
買
米
直
段
」
の
文
政
五
年
～
明
治
四
年
の
間
の
五
〇
年
間

を
、も
と
も
と
の
表
示
で
あ
る
銀
一
〇
〇
匁
に
付
米
何
石
替
え
で
示
し
た
の
が
、

表
（
８
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
世
人
が
見
て
い
た
見
方
に
か
え
っ
て
み
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
米
を
指
標
に
し
て
札
銀
価
値
の
変
遷
を
見
る
こ
と
で

も
あ
る
。
和
市
変
動
の
激
し
か
っ
た
幕
末
・
維
新
期
を
分
析
す
る
の
に
、
有
効

な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
上
下
を
逆
に
す
れ
ば
、
米
一
石
＝

銀
何
匁
の
変
遷
も
読
め
る
。
系
列
１
は
札
銀
、
系
列
２
は
、
表
（
７
）
の
指
数

一
二



を
用
い
て
正
銀
に
補

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

文
政
期
に
一
石
八

斗
替
え
（
一
石
＝
五

五
・
五
匁
）
く
ら
い
で

あ
っ
た
領
内
米
価
は
、

天
保
期
に
入
っ
て
一

石
～
四
斗
五
升
五
合

替
え
（
一
石
＝
一
〇
〇

～
二
二
〇
匁
）
に
急
騰

す
る
。
頂
点
を
な
す
の

は
天
保
七
年
で
、
こ
の

年
領
内
は
未
曾
有
の

大
洪
水
に
襲
わ
れ
た
。

天
保
前
半
期
は
、
全
国

的
飢
饉
の
時
期
に
あ

た
る
。
系
列
１
と
系
列

２
の
幅
が
も
っ
と
も

大
き
い
の
も
、
こ
の
時

期
で
あ
る
。
前
述
し
た
文
政
十
二
年
～
天
保
二
年
の
一
万
五
〇
〇
〇
貫
目
に
及

ぶ
藩
札
の
大
増
刷
に
よ
っ
て
、
藩
札
の
減
価
（
三
分
の
二
へ
）
が
生
じ
た
。
こ

の
時
期
の
領
内
高
米
価
の
原
因
は
、
飢
饉
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
藩
札
の
減
価

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
札
銀
の
取
り
込
み
に
よ
っ
て
、
天
保
十
四
年
に
は

指
数
九
〇
ま
で
札
価
が
回
復
す
る
が
、
経
済
政
策
の
上
で
大
き
な
教
訓
を
残
し

た
。
本
勘
（
一
般
会
計
）
の
予
算
大
綱
は
、
文
政
四
年
の
大
綱
以
来
、
ず
っ
と

二
石
替
え
（
一
石
＝
五
〇
匁
）
で
あ
っ
た
。
旅
役
勘
渡
（
出
張
旅
費
の
支
給
）

も
二
石
替
え
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
は
一
石
八
斗
替

え
に
変
更
し
て
い
る
。
現
実
に
は
各
年
の
請
払
で
遣
り
繰
り
を
し
た
が
、
予
算

大
綱
の
孕
む
矛
盾
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
高
騰
は
、
天
保
七
年
と
並
ぶ
未
曾
有
の
大
洪
水

が
原
因
で
あ
る
。
翌
年
に
は
、前
述
し
た
よ
う
に
予
算
大
綱
の
改
正
を
行
っ
た
。

弘
化
三
年
～
嘉
永
三
年
に
九
四
で
あ
っ
た
札
価
指
数
は
、
嘉
永
四
年
～
安
政
五

年
は
九
〇
に
落
ち
て
い
る
。「
後
ロ
米
」・「
後
ロ
銀
」
の
確
保
が
不
十
分
で
、

札
銀
の
取
り
込
み
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
天
保
十
三
年
時
点
の
出
札
二
万
三
〇
〇
〇
貫
目
か
ら
安
政
五
年
出
札
二
万

六
四
八
一
貫
目
と
、
む
し
ろ
出
札
が
増
え
て
い
る
。「
符
込
」
札
銀
を
再
投
入

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
藩
札
の
減
価
を
み
て
安
政
五
年
～
元
治
元
年
に
三

一
六
九
貫
目
を
「
焼
捨
」
に
し
た
。

　

つ
ぎ
に
注
目
す
べ
き
は
、
安
政
五
年
～
元
治
元
年
で
あ
る
。
領
内
米
価
は
、

八
斗
替
え
か
ら
六
斗
三
升
三
合
替
え
（
一
石
＝
一
二
五
～
一
五
八
匁
）
と
、
ま

た
一
段
階
を
画
す
高
騰
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
間
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
藩
札

二
万
五
〇
〇
〇
貫
目
を
大
増
刷
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
ま
ず
は
増
刷
の
影
響
が

出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
札
価
指
数
は
、
安
政
五
年
九
〇
、
同
六
年
～
文
久

二
年
九
三
（
萩
藩
側
史
料
で
は
文
久
元
・
二
年
八
五
・
三
）、
文
久
三
年
～
元

表（８）　文政５年～明治４年の米価変動（銀100匁ニ付何石替え）
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治
元
年
九
〇
を
示
し
て
い
る
。
大
増
刷
の
わ
り
に
は
、
天
保
期
の
よ
う
な
藩
札

の
大
幅
な
減
価
が
な
い
。
一
方
で
安
政
六
年
発
行
の
安
政
丁
銀
・
豆
板
銀
（
純

分
率
一
三
％
の
粗
悪
な
も
の
）
の
影
響
、同
年
発
行
の
安
政
三
分
通
用
洋
銀
（
純

分
率
八
七
％
）
と
貿
易
に
よ
る
金
・
銀
の
海
外
流
出
の
影
響
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
と
り
わ
け
正
銀
の
不
融
通
に
つ
な
が
っ
た
影
響
で
あ
り
、
正
銀
の
名
目
化
が

激
し
く
進
行
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
藩
財
政
の
請
払
は
、
金
が
主
流
に
な
っ
て
い

く
。
こ
の
間
は
、
札
価
だ
け
が
減
価
し
た
た
め
の
高
騰
と
い
う
よ
り
も
、
正
銀

の
悪
化
・
減
少
に
よ
っ
て
貨
幣
価
値
総
体
が
減
価
し
た
た
め
に
お
こ
っ
た
高
騰

も
あ
る
と
思
え
る
。
慶
応
元
年
～
明
治
四
年
の
米
価
は
、
三
斗
八
升
七
合
～
一

斗
六
升
二
合
替
え
（
一
石
＝
二
五
八
匁
～
六
一
七
匁
）
と
、
も
は
や
狂
乱
状
態

で
あ
る
。
明
治
二
年
一
両
＝
札
銀
八
〇
匁
、
同
四
年
一
両
＝
札
銀
六
四
匁
の
和

市
は
、
ま
た
新
た
な
条
件
が
加
わ
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

　

文
政
五
年
～
明
治
四
年
の
五
〇
年
間
の
米
価
を
示
し
た
表
（
８
）
は
、
米
を

指
標
に
し
て
札
銀
の
価
値
の
変
遷
を
み
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
巨
視
的
に
み
れ

ば
、
一
石
八
斗
替
え
で
始
ま
り
、
二
斗
替
え
で
終
っ
た
。
米
を
指
標
に
し
て
み

る
か
ぎ
り
、
札
銀
そ
し
て
正
銀
も
、
五
〇
年
で
九
分
の
一
に
減
価
し
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
幕
末
・
維
新
期
の
経
済
・
財
政
を
見
る
に
当
た
っ

て
、
肝
に
銘
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　

三　

文
久
～
慶
応
期
の
藩
財
政

　

文
久
～
慶
応
期
の
藩
財
政
を
み
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
松
原
家
文
書
を
分
析

し
て
み
よ
う
。
松
原
家
は
山
代
三
老
の
家
筋
で
、
三
老
廃
止
後
萩
に
出
て
活
躍

す
る
こ
と
に
な
る
。
松
原
与
右
衛
門
の
代
に
は
、
と
く
に
元
治
元
年
・
慶
応
元

年
（
一
八
六
四
・
六
五
）
の
藩
財
政
史
料
を
残
し
て
い
る
。
文
久
二
年
～
慶
応

元
年
の
四
年
間
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
役
職
を
勤
め
て
い
た）

（（
（

。

　
　

四
ケ
年

　
　
　

但 

、
文
久
弐
戌
年
よ
り
御
所
帯
方
筆
者
役
月
括
り
方
・
笠
戸
山
方
役
・

御
蔵
許
役
所
本
締
役
・
御
返
済
方
本
締
役
所
勤
被
仰
付
、
御
蔵
許
証

人
役
之
御
用
取
計
被
仰
付
候
事

　

つ
ま
り
当
職
座
の
所
帯
方
筆
者
・
蔵
元
元
締
役
・
借
銀
返
済
方
元
締
役
と
い
っ

た
、
藩
財
政
を
切
り
盛
り
す
る
役
を
勤
め
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
た
め
に
前
掲

の
札
銀
増
刷
の
史
料
や
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
史
料
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず

元
治
元
年
十
一
月
二
十
六
日
の
覚
で
あ
る）

（（
（

。

　
　
　
　
　

覚

　

一
米
弐
万
石

　
　
　

但 

、
大
坂
御
運
送
米
代
り
之
内
一
ツ
書
之
辻
、
大
坂
近
相
場
を
以
、
代

金
先
納
ニ
し
て
売
捌
可
被
仰
付
分

　
　
　
　

内

　
　

壱
万
千
三
百
拾
石

　
　
　

但
、
是
迄
売
払
相
成
候
分

　
　
　
　

此
代
受
備
辻

　
　

金
弐
万
四
千
八
百
七
拾
弐
両
弐
朱　
　
　
　
　

 

　
　

札
銀
百
六
拾
七
貫
五
拾
三
匁
八
分
弐
厘
七
毛　

 

　
　

銭
三
拾
弐
文

一
四



　
七
拾
五
匁
替
銀
単
ニ
し
て 

（
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
）

　
　

弐
千
三
拾
弐
貫
四
百
六
拾
三
匁
五
分
五
厘
七
毛
（
一
石
＝
札
銀
一
七
九
・
七
匁
）

　
銀
百
目
ニ
付

　
　

五
斗
五
升
六
合
四
勺
余
替
ニ
当
ル 

 （
〇
・
五
五
六
四
石
替
え
）

　
　
　

以
上

　
　

八
千
六
百
九
拾
石

　
　
　

但
、
残
り
米
之
分
、
此
往
追
々
年
内
売
払
之
積
り

　
此
代
引
当
テ

　
　

金
壱
万
九
千
三
百
両 

（
一
石
＝
金
二
・
二
二
両
）

　
　
　

但
、
札
銀
百
目
ニ
付
六
斗
積
り 
（
一
石
＝
札
銀
一
六
六
・
六
六
匁
）

　
　
　
　
（
中
略
）

　

 

新
古
米

　
　

合
四
万
五
百
六
拾
石
四
斗
八
升
八
合
四
勺
六
才

　
右
江
対
シ

　
　

金
八
万
七
千
八
百
九
拾
八
両
弐
分
三
朱

　
　

正
銀
弐
拾
貫
目

　
　

札
銀
百
六
拾
七
貫
六
拾
六
匁
七
分
八
厘
八
毛

　
　

銭
三
拾
弐
文

　
　

鉛
壱
万
九
千
斤

　
　
　
　

 （
中
略
）

　
　

右
当
十
月
已
来
御
米
売
捌
差
引
、
当
節
迄
仕
詰
前
書
之
通
相
成
居
候
事

　
　
　
　

子
十
一
月
廿
六
日
改
辻

　
　

本
書
之
内
金
ハ
七
拾
五
匁
替 

（
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
）

　
　

正
銀
ハ
三
歩
、
鉛
ハ
壱
貫
目
ニ
付
代
銀
弐
拾
五
匁
積
り
ニ
し
て

　
札
銀
単
ニ
し
て

　
　

六
千
八
百
五
拾
五
貫
四
百
六
拾
目
余

　
銀
百
目
ニ
付

　
　

抨
し
五
斗
九
升
壱
合
六
勺 （
米
一
石
＝
札
銀
一
六
九
匁
、〇
・
五
九
一
六
替
）

　

①
一
廉
目
に
あ
る
二
万
石
は
大
坂
運
送
米
で
あ
る
が
、
七
月
の
禁
門
の
変
に

よ
っ
て
大
坂
蔵
屋
敷
が
没
収
さ
れ
た
た
め
に
、
中
途
の
勘
定
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
わ
か
る
和
市
は
、
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
、
米
一
石
＝
札
銀
一
七
九
・

七
匁
（
〇
・
五
五
六
四
石
替
え
）、
残
り
米
の
和
市
は
米
一
石
＝
金
二
・
二
二
両
、

米
一
石
＝
札
銀
一
六
六
・
六
匁
（
〇
・
六
石
替
え
）
で
あ
る
。
②
二
廉
目
は
一

〇
〇
〇
石
で
、「
鹿
嶋
正
右
衛
門
瀬
戸
内
売
」、
米
一
石
＝
金
二
・
四
五
両
、
③

古
米
二
七
一
五
石
余
、上
関
「
御
手
置
米
御
売
捌
之
分
」、④
古
米
三
二
〇
石
「
都

濃
郡
残
米
津
端
売
」、
④
米
一
万
六
二
〇
〇
石
「
御
用
達
中
瀬
戸
内
売
」、
米
一

石
＝
金
二
・
一
二
五
両
、
⑤
米
三
二
五
石
「
大
坂
丹
波
屋
」、
と
な
っ
て
い
る
。

①
～
⑤
の
新
古
米
合
計
が
四
万
〇
五
六
〇
石
余
で
あ
る
。
代
銀
は
、
金
・
正
銀
・

札
銀
・
銭
・
鉛
で
計
上
し
て
あ
り
、
札
銀
単
に
し
て
六
八
五
五
貫
四
六
〇
匁
で

あ
る
。
和
市
は
、
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
、「
正
銀
ハ
三
歩
」
と
あ
る
の
で
正

銀
一
〇
〇
匁
＝
札
銀
一
三
〇
匁
（
札
銀
指
数
で
七
六
・
九
、
金
一
両
＝
正
銀
五

七
・
六
九
匁
）
と
な
る
。
札
銀
で
抨
す
と
〇
・
五
九
一
六
石
替
え
、
す
な
わ
ち

米
一
石
＝
札
銀
一
六
九
匁
で
あ
る
。
ち
な
み
に
元
治
元
年
の
「
御
買
米
直
段
」

（
領
内
相
場
）
は
、〇
・
六
七
九
石
替
え
（
米
一
石
＝
札
銀
一
四
七
匁
）
で
あ
る
。

一
五



大
坂
市
場
と
の
関
係
が
途
絶
す
る
中
で
、
領
内
御
用
達

に
よ
る
「
瀬
戸
内
売
」
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
右

の
史
料
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
金
と
札
銀
の
勘
定
が
主

流
で
あ
り
、
正
銀
は
少
額
で
あ
る
。

　

表
（
９
）
は
、
元
治
元
年
の
請
払
で
あ
る
。
こ
の
年

も
前
述
の
嘉
永
四
年
改
正
予
算
大
綱
を
前
提
に
し
て
い

る
が
、請
払
は
そ
れ
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。前
掲
表（
５
）

の
「
嘉
永
四
年
改
正
御
所
務
米
銀
請
払
差
引
」
と
大
き

く
違
う
の
は
、
①
「
御
家
来
中
幷
寺
社
家
其
外
浮
米
御

配
之
分
」（
米
一
〇
万
石
余
・
銀
一
七
一
貫
目
）
が
請

払
か
ら
省
か
れ
て
い
る
点
、
②
借
銀
返
済
方
（
特
別
会

計
）
が
入
り
込
ん
で
き
て
お
り
、
家
中
一
八
石
懸
か
り

（
一
七
石
懸
か
り
に
修
正
さ
れ
た
）・
地
下
石
別
四
升
の

馳
走
米
と
撫
育
方
馳
走
米
、
そ
れ
に
借
銀
返
済
が
記
載

さ
れ
て
い
る
点
、
③
江
戸
方
請
（
米
五
九
三
三
石
・
銀

一
七
九
四
貫
目
）
が
参
覲
途
絶
と
「
上
々
様
方
」
在
国

に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
る
（
米
二
〇
〇
六
石
・
銀
九
三

八
・
三
貫
目
）
点
、
④
そ
れ
と
裏
腹
に
「
小
物
成
与
相

唱
地
方
請
」（
国
元
予
算
一
一
七
〇
貫
目
）
が
、「
御
本

勘
小
物
成
払
引
当
之
分
」
米
九
〇
五
一
・
銀
一
二
二
七
・

八
貫
目
に
増
加
し
て
い
る
点
、
な
ど
で
あ
る
。

　

請
の
米
一
四
万
三
四
三
九
石
（
米
一
石
＝
札
銀
一
二

表（９）　元治元年請払
請

項目 米（石） 銀（貫目） 金（両） 備考
御本勘一紙請辻 32559 1323.600 
先年御家来借一件ニ付37ケ年之間御手元銀被差下分 銀何貫目。
公武之間御周旋御入用去々戌年より10ケ年之間同断 10000
引米減少借所務受之分 14000 2.100 
入石３ケ１・２方共受之 2862
御貸銀利且納之分 銀何貫目
御悩借貸利受之分 60.000 
根御運送江当ル分郡配当より受方 649
御帋御売払代之分 3630.900 
御家来中100石ニ付18石掛出米之分 59985 銀何貫目
入石３ケ１・２方江当ル御馳走 682
御撫育方御馳走立出之分 6376 0.400 
地下石別４升之御馳走受之分 26206 9.400 
病者・幼少倍役出米 120
石州堀藤十郎より当暮出銀之分 2000
諸御殿御用米1816石を２石替之代銀戻り 92.300 
山代掛り銀仕組銀を以定和市２石替ニして代銀立戻し 62.500 
合 143439 5544.900 12000
同米銀単ニして 23657.500 米１石＝120匁、金１両＝75匁
払
上々様方御仕渡之分 2006 849.800 
上々様方御配当御不足之節御臨時引当 88.500 
御撫育方御馳走米銀之分 6376 0.400 
御本勘小物成払引当之分 9051 1227.800 
御返済方定払之分 117.000 
諸御臨時引当 1000.000 
諸役人御心付 814.700 
諸郡より上納物々代米銀秋銀立用 60 49.600 
検見落米・破損船捨り米引当 4000
萩・山口小々作事入目引当 300.000 
山口諸御臨時引当 520.000 
御末家様方他より御使者入目引当 120.000 
山口御蔵元御普請入目引当 600.000 
同断諸役所引越入目引当 150.000 
公卿方入目引当 200 727.000 
３ツ俵江当ル入足米・２升米、赤間関他御売米之運賃共 2213
自他御用達中江合力米他 1000
勘文方其外御預り古借元居利払熊谷累利捌江当ル上納等 4090 290.800 2131
大坂家質借元居利三谷借利銀他 250 24.500 960
大坂幷石州借年賦利且納三谷借同断共 1298.100 1307
大坂当用借利銀之分 479.500 
諸郡御帋仕入米銀之分 15917 638.100 
御家来中100石以下面々御貸米捨被下分引当 525

一
六



〇
匁
）・
札
銀
五
五
四
四
・
九
貫
目
・
金
一
万
二
〇
〇

〇
両
（
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
）
を
、
銀
単
（
ぎ
ん
ひ

と
え
、つ
ま
り
札
銀
）
に
換
算
す
る
と
二
万
三
六
五
七
・

五
貫
目
に
な
る
。
計
算
は
正
確
で
あ
る
。
元
治
元
年
分

の
米
価
を
見
る
と
、
大
坂
で
の
中
国
米
（
長
州
米
）
相

場
は
石
別
正
銀
一
四
四
・
九
匁
～
一
五
〇
・
六
匁）

（（
（

、
領

内
の
「
御
買
米
直
段
」
は
札
銀
一
四
七
・
三
匁
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
請
払
で
の
石
別
札
銀
一
二
〇
匁
は
低
め
の

和
市
設
定
で
あ
る
。
逆
に
「
御
帋
御
売
払
代
之
分
」
三

六
三
〇
貫
目
は
、
万
延
元
年
の
一
九
〇
六
貫
目）

（（
（

に
比
し

て
あ
ま
り
に
過
大
な
見
積
り
で
あ
り
、
元
治
元
年
分
の

大
坂
運
送
紙
が
大
坂
蔵
屋
敷
没
収
の
影
響
を
受
け
る
は

ず
で
あ
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
結
果
に
疑
問
が

残
る
。

　

払
の
方
で
目
立
つ
の
は
、
前
年
文
久
三
年
四
月
の
山

口
移
鎮
、
同
五
月
か
ら
の
攘
夷
戦
に
と
も
な
う
費
用
で

あ
る
。
前
者
で
は
山
口
御
蔵
元
普
請
入
目
・
諸
役
所
引

越
入
目
あ
わ
せ
て
七
五
〇
貫
目
、
山
口
「
新
御
屋
形
御

作
事
入
目
引
当
」
二
〇
〇
〇
貫
目
な
ど
、後
者
で
は
「
公

卿
方
入
目
引
当
」（
七
卿
落
公
家
の
長
州
滞
在
費
）
米

二
〇
〇
石
・
銀
七
二
七
貫
目
、「
赤
間
関
御
警
衛
所
入

目
引
当
」
米
二
五
〇
〇
石
・
銀
二
〇
〇
〇
貫
目
、「
海

明倫館御仕渡之分 3000
旅役勘渡銀引当 816.000 
山口御用宿家賃引当 43.500 
御米瀬戸内売上乗雑用引当 15.000 
赤間関御警衛所入目引当 2500 2000.000 
地下御馳走之内５合引除ニして普請否起入目引当 3400
同断臨時引当 418 21.300 
郡方御仕渡米之分 2248
山代・奥阿武郡仕組米之分 322
山代利償米幷鹿野仕組他御足利等 214
山代・奥阿武郡他農兵入目引当 1000
山代新御囲米 1000
山代掛り銀仕組銀を以２石替払之分 1250
海軍局入目幷４艘之船常用共 620 592.000 
諸処探索入目 75.000 
諸関門諸番所入目 650 81.200 
小郡製造局入目 25 380.000 
新御屋形御作事入目引当 2000.000 
諸隊入目引当 2000 1500.000 
御台所御賄米銀引当 2200 240.000 
御厩方渡方之分 300.000 
諸器械他仕調入目引当 1000.000 
仲取方払引当 200.000 
小物成借８ケ１借幷足軽以下御貸銀共引当 300.000 
諸郡宿仕組引当 1000.000 
御国境宰判兵粮米引当 5000
合 71515 19859.800 4398
米金銀、銀単ニして 28775.000 

差引不足 5117.500 家中17石掛ニして5536.3貫目不
足。

本書不足銀江対シ
新御屋形作事入目半減、山口御蔵元普請・諸役所萩より引越入目・江戸大
坂石州借等の利且納、孰茂払延引之積ニして 3752.300 

去亥年分漉立帋之内当節売払代銀幷去年分御売延米代、当年中相備り之分 974.000 
合 4726.300 
内
石州堀藤十郎より当暮出銀之分御借入当暮出銀受ニ有之分引之 150.000 
残り 4576.300 
当暮不足銀差引弥不足 541.200 
御馳走17石掛りニして弥不足 960.000 
外ニ
大坂御用達中より当用借、当暮御返済可相成分借居之御積 4700.000 □□之御積りより差除候事

同断 2000.000 御用達中よりも同員数出銀御約
定之分有之ニ付差除候事

江戸三谷借、当暮御返済可相成分、当形勢ニ付取引難相成差除候事 20000 75匁替で1500貫目。３廉小計
8200貫目。

出典：松原家文書「子年手控」（元治元年）。
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軍
局
入
目
幷
四
艘
之
船
常
用
共
」（
丙
辰
丸
・
庚
申
丸
・
壬
戌
丸
・
癸
亥
丸
の

四
艘
）
米
六
二
〇
石
・
銀
五
九
二
貫
目
、「
諸
隊
入
目
引
当
」
米
二
〇
〇
〇
石
・

銀
一
五
〇
〇
貫
目
、「
諸
器
械
他
仕
調
入
目
引
当
」（
大
砲
・
銃
）
一
〇
〇
〇
貫

目
、「
諸
郡
宿
仕
組
引
当
」（
交
通
量
激
増
に
よ
る
も
の
）一
〇
〇
〇
貫
目
、「
御

国
境
宰
判
兵
粮
米
引
当
」
米
五
〇
〇
〇
石
な
ど
が
目
立
つ
。
当
年
元
治
元
年
禁

門
の
変
と
そ
の
後
の
政
治
情
勢
が
反
映
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

払
の
合
計
は
、
銀
単
に
し
て
二
万
八
七
七
五
貫
目
で
あ
り
、
請
と
の
差
し
引
き

を
す
る
と
、
五
一
一
七
・
五
貫
目
の
不
足
と
な
る
（
家
中
馳
走
米
を
一
八
石
懸

か
り
か
ら
一
七
石
懸
か
り
に
修
正
す
る
と
、
不
足
額
は
五
五
三
六
・
三
貫
目
と

な
る
）。

　

右
の
不
足
銀
は
、「
新
御
屋
形
作
事
入
目
」
半
減
（
一
〇
〇
〇
貫
目
）、
山
口

御
蔵
元
普
請
・
諸
役
所
引
越
入
目
（
七
五
〇
貫
目
）
の
支
払
い
延
引
、「
江
戸

大
坂
石
州
借
」「
利
且
納
」（
約
二
〇
〇
〇
貫
目
）
の
支
払
い
延
引
、
文
久
三
年

分
紙
・
米
の
売
却
代
銀
、
笹
ケ
谷
銅
山
の
銅
山
師
・
豪
農
堀
藤
十
郎
か
ら
当
暮

出
銀
一
五
〇
貫
目
で
対
応
し
、家
中
馳
走
米
一
七
石
懸
か
り
で
の
減
収
四
一
八
・

八
貫
目
を
加
え
る
と
九
六
〇
貫
目
の
不
足
銀
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
大
坂
御
用

達
当
用
借
返
済
と
江
戸
御
用
達
三
谷
借
返
済
を
、「
当
形
勢
ニ
付
取
引
難
相
成
」

（
大
坂
蔵
屋
敷
・
江
戸
藩
邸
没
収
な
ど
）
と
、
政
情
変
化
を
理
由
に
小
計
八
二

〇
〇
貫
目
も
の
返
済
を
凍
結
す
る
予
定
に
し
て
い
る
。
そ
の
代
り
大
坂
・
江
戸

か
ら
の
融
資
も
得
ら
れ
な
く
な
る
わ
け
で
、「
長
州
諸
用
帳
」
の
元
治
元
年
～

慶
応
三
年
の
記
述
が
な
い
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
は
、
前
述
し
た

札
銀
の
増
刷
と
米
価
の
高
騰
、
領
内
で
の
資
金
調
達
に
ま
す
ま
す
頼
ら
ざ
る
を

え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
元
治
元
年
春
の
時
点
の
領
外
借
元
銀
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。

　

子
ノ
春
元
江
戸
・
大
坂
・
石
州
御
借
入
高

　

一
銀
壱
万
六
千
七
百
六
拾
四
貫
八
百
拾
八
匁
弐
分
壱
厘
七
毛

　

一
金
弐
万
九
千
六
百
八
拾
両

　
　

銀
ニ
し
て

　
　
　

□
□
三
百
七
拾
四
貫
四
百
目

　
　
　
　

但
、
和
市
両
ニ
付
八
拾
目
替
ニ
し
て

　

記
載
の
一
両
＝
八
〇
匁
和
市
に
す
る
と
、
二
廉
目
は
二
三
七
四
・
四
貫
目
と

な
り
、
一
廉
目
と
合
わ
せ
て
一
万
九
一
三
九
貫
目
二
一
八
匁
余
と
な
る
。
前
掲

表
（
２
）
弘
化
四
年
の
領
外
借
の
合
計
は
一
万
〇
四
九
六
貫
目
余
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
間
一
七
年
で
八
六
四
三
貫
目
余
の
増
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
幕
末
期
に
お
け
る
撫
育
方
・
諸
役
所
修
補
銀
と
い
っ
た
特
別
会
計
の

動
向
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
三
坂
圭
治
は
、
慶
応
元
年
か
ら
の
軍
艦
・
鉄
砲
の

購
入
資
金
は
、
ほ
と
ん
ど
撫
育
方
資
金
の
投
入
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
、
撫

育
制
度
礼
賛
の
根
拠
と
し
た（
２
）。
こ
れ
は
事
実
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
文
久
二
年

～
慶
応
元
年
の
士
民
の
献
金
を
記
し
た
史
料）

（（
（

に
よ
る
と
、
文
久
二
年
～
慶
応
元

年
暮
の
金
方
の
献
金
額
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

金
方
引
合

　
　
　

金
弐
万
八
千
七
百
六
拾
五
円
五
十
銭

　
　
　

銀
九
拾
貫
目
三
拾
壱
匁

一
八



　
　

本
冊
ハ
文
久
二
年
以
来
慶
応
元
暮
迄
、萩
政
府
之
記
を
抜
取
も
の
也
、云
々

　

相
当
の
金
額
が
士
民
か
ら
献
金
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
慶
応
二
年

の
史
料）

（（
（

は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

御
当
用

　
　
十
一
月
九
日

　
　

一
金
弐
千
五
百
両

　
　
（
朱
書
）「
軍
艦
献
納
銀　

御
宝
蔵
入
」

　
　
十
二
月
九
日

　
　

一
金
弐
千
五
百
両

　

慶
応
二
年
の
こ
の
帳
に
よ
れ
ば
、
宝
蔵
に
は
一
番
か
ら
五
七
番
ま
で
の
銀
箱

が
あ
っ
た
こ
と
、「
御
当
用
」
金
銀
の
ほ
か
に
、
朱
書
で
「
軍
艦
献
納
銀　

御

宝
蔵
入
」
と
注
記
の
あ
る
献
金
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
軍
艦
献
納
宝
蔵
入

と
注
記
の
あ
る
も
の
を
集
計
す
る
と
、
金
だ
け
で
九
万
三
〇
〇
〇
両
も
あ
る
。

撫
育
方
資
金
の
み
で
戦
費
が
賄
わ
れ
た
と
す
る
旧
説
は
、
早
計
で
あ
ろ
う
。

　

文
久
元
年
か
ら
明
治
四
年
ま
で
の
「
諸
仕
組
銀
請
払
幷
貸
捌
帳）

（（
（

」
を
み
る
と
、

「
請
之
座
」「
払
之
座
」「
御
貸
銀
之
座
」「
両
替
請
之
座
」「
両
替
払
之
座
」
に

分
け
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
特
別
会
計
が
、
さ
な
が
ら
金
融
機
関
の
躰
を

な
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。「
諸
仕
組
銀
」
と
は
、
撫
育
方
の
資
金
を
中

心
に
諸
仕
組
に
活
用
す
る
た
め
に
再
編
さ
れ
た
特
別
会
計
と
理
解
す
る
。

　

最
初
の
「
請
之
座
」
万
延
二
年
（
文
久
元
年
）
三
月
の
記
事
に
、
金
一
万
九

四
〇
二
両
（
内
一
万
八
〇
五
五
両
は
貸
付
辻
、
残
り
は
御
蔵
現
金
銀
）・
銀
三

七
六
貫
目
（
内
三
五
四
貫
目
は
貸
付
辻
、残
り
は
御
蔵
現
金
銀
）
を
掲
げ
、「
右

御
仕
法
銀
万
延
元
申
十
二
月
御
勘
定
仕
詰
辻
、
前
書
之
通
此
度
諸
仕
組
銀
江
受

方
被
仰
付
候
事
」
と
説
明
し
て
い
る
。
文
久
元
年
に
一
つ
の
区
切
り
目
が
あ
っ

た
。「
赤
間
関
御
貸
銀
方
仕
組
元
銀
幷
同
所
利
・
蔵
敷
銀
」
八
五
〇
五
両
（
内

御
貸
付
辻
七
四
二
五
両
、
残
り
は
御
蔵
現
金
銀
）
の
説
明
に
も
、「
関
越
荷
銀

納
入
仕
組
元
銀
、
万
延
元
申
ノ
十
二
月
御
勘
定
仕
詰
」
と
あ
る
。
天
保
改
革
期

に
幕
府
か
ら
の
統
制
で
、
下
関
越
荷
方
の
事
業
を
押
さ
え
ら
れ
た
萩
藩
で
あ
る

が
、
こ
の
頃
は
ま
た
そ
の
事
業
を
大
き
く
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

　

同
史
料
「
御
貸
銀
之
座
」
は
、
文
久
元
酉
年
よ
り
始
ま
っ
て
お
り
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
酉
四
月
七
日

　
　

一
金
四
百
六
拾
両
定

　
　
　
　

 

但
、
利
足
加
詰
四
朱
付
、
当
酉
年
よ
り
丑
年
迄
往
キ
五
ケ
年
元
居
同

暮
元
金
返
納
、
利
銀
暮
々
上
納
、
尤
利
足
半
銀
之
儀
者
、
和
市
六
拾

四
匁
替
ニ
し
て
上
納
被
仰
付
候
事

　
　

 

此
質
物
前
大
津
瀬
戸
崎
浦
酒
場
岩
見
屋
小
左
衛
門
名
前
之
壁
書
四
通
ニ
而

直
積
銀
五
拾
八
貫
目
之
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
津
瀬
戸
崎
浦
酒
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
津
屋
次
兵
衛

　
　

 
右
歎
出
之
趣
有
之
、
御
貸
下
ケ
被
仰
付
候
条
、
前
書
之
質
物
証
文
共
取
置

可
有
御
貸
渡
候
事

　

こ
れ
は
、
再
編
さ
れ
た
「
諸
仕
組
銀
」
の
運
用
の
具
体
例
の
一
つ
で
あ
り
、

一
九



瀬
戸
崎
浦
の
豪
商
吉
津
屋
に
金
四
六
〇
両
を
貸
し
付
け
て
い
る
。
利
率
は
年

四
％
で
、
五
年
間
元
居
（
が
ん
ず
え
、
元
金
部
分
の
返
済
は
五
年
猶
予
、
満
年

暮
返
済
）、
利
銀
の
み
暮
々
返
済
で
あ
る
。「
半
銀
」（
端
銀
の
意
で
は
し
た
が

ね
の
部
分
）の
和
市
は
金
一
両
＝
正
銀
六
四
匁
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

貸
付
先
が
藩
の
御
用
達
・
酒
場
経
営
者
（
豪
農
商
が
多
い
）・
塩
浜
経
営
者
な

ど
の
豪
農
商
で
あ
る
こ
と
、
質
物
（
こ
こ
で
は
酒
造
株
、
ほ
か
に
米
切
手
、
古

金
、
町
屋
敷
・
開
作
地
・
塩
浜
の
売
券
な
ど
が
あ
る
）
を
取
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
で
あ
り
、
確
実
に
儲
か
る
融
資
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

慶
応
元
年
六
月
の
例
で
は
、
萩
浜
崎
の
豪
商
須
子
荘
五
郎
へ
札
銀
一
〇
〇
貫

目
を
融
資
す
る
の
に
、
酒
場
壁
書
三
通
を
質
に
取
り
、
か
つ
「
返
納
不
埒
ニ
而

前
書
之
質
物
売
捌
、
若
及
不
足
候
節
ハ
、
於
御
本
勘
御
借
上
ケ
銀
百
五
拾
貫
目

之
辻
下
ケ
渡
被
仰
付
候
節
差
引
皆
済
可
被
仰
付
候
事
」
と
い
う
。
返
納
が
う
ま

く
い
か
な
い
時
に
質
物
を
売
り
払
い
、
そ
れ
で
も
足
り
な
い
と
き
は
、
藩
が
須

子
か
ら
借
り
て
い
る
一
五
〇
貫
目
の
返
済
の
時
に
差
し
引
き
し
て
皆
済
さ
せ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
借
銀
を
し
て
い
る
相
手
の
豪
商
に
増
刷
し
た
藩
札
を
融
資

し
、
利
子
を
取
っ
て
な
お
藩
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
稼
が
せ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
相
互
依
存
関
係
を
越
え
て
、
豪
商
を
徹
底
的
に
利
用
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
天
保
改
革
時
の
公
内
借
捌
き
も
、
想
起
さ
れ
る
。
融
資
を
し
て
焦

げ
付
い
た
事
例
が
、
慶
応
二
年
四
月
の
記
事
で
あ
る
。

　
　

 

右
先
年
赤
間
関
御
貸
銀
方
御
仕
入
銀
貸
附
之
内
、
御
返
納
難
渋
ニ
而
流
質

ニ
相
成
候
節
、
田
村
金
右
衛
門
御
貸
銀
方
頭
取
相
勤
居
候
旁
、
右
流
質
米

引
受
取
捌
被
仰
付
候
、（
中
略
）
然
処
近
年
諸
向
不
埒
有
之
家
名
難
相
立

次
第
ニ
立
至
り
、
云
々

　

赤
間
関
御
貸
銀
方
（
下
関
越
荷
方
の
後
身
）
で
融
資
し
た
資
金
返
納
が
滞
り
、

流
質
米
を
貸
銀
方
頭
取
の
萩
豪
商
田
村
金
右
衛
門
に
捌
か
せ
た
が
う
ま
く
捌
け

ず
、
銀
一
五
〇
貫
五
二
八
匁
の
藩
へ
の
借
銀
が
残
っ
た
。
こ
れ
を
田
村
の
親
類

に
返
済
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
質
と
し
て
塩
浜
・
町
屋
敷
の
売
券
な

ど
を
取
っ
て
い
る
。

　

元
治
元
年
七
月
の
例
は
、
室
積
御
蔵
会
所
へ
の
資
金
融
通
の
例
で
あ
る
。
金

五
〇
〇
〇
両
を
融
資
す
る
に
さ
い
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

 

右
室
積
御
蔵
会
所
御
仕
入
銀
当
節
不
行
届
ニ
付
、
諸
仕
組
銀
之
内
を
以
御

仕
送
被
仰
付
候
条
、
彼
役
所
之
証
文
取
置
、
検
使
上
封
付
ニ
し
て
締
り
好

可
有
貸
渡
候
事

　

室
積
御
蔵
会
所（
室
積
越
荷
方
の
後
身
）の
仕
入
銀
が
不
足
し
、「
諸
仕
組
銀
」

か
ら
融
資
を
し
て
い
る
。こ
れ
も
一
旦
下
火
に
な
っ
て
い
た
越
荷
方
の
事
業
を
、

再
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
「
御
貸
銀
之
座
」
の
記
述
の
示
す
事
実
は
、
①
文
久
元
年
に
は
そ

れ
ま
で
の
撫
育
銀
・
諸
役
所
修
補
銀
な
ど
を
再
編
し
て
「
諸
仕
組
銀
」
と
し
、

諸
役
所
の
連
携
を
密
に
し
て
事
業
展
開
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
、
②
安
政
五
年

～
元
治
元
年
の
札
銀
増
刷
に
見
ら
れ
る
経
済
政
策
の
転
換
と
軌
を
一
に
す
る
こ

と
、③
幕
府
の
統
制
に
よ
り
一
旦
は
下
火
に
な
っ
て
い
た
越
荷
方
事
業
を
、大
々

的
に
再
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
④
御
用
達
・
酒
場
・
塩
浜
経
営
者
な

ど
の
豪
農
商
か
ら
借
銀
を
す
る
の
み
な
ら
ず
、
札
銀
や
金
を
融
資
し
て
藩
の
た

め
に
稼
が
せ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

二
〇



　
「
両
替
請
之
座
」
の
文
久
元
酉
年
五
月
の
記
事
を
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

る
。

　
　
酉
五
月

　
　

一
正
銀
拾
壱
貫
九
拾
六
匁
定

　
　
　

 

右
前
大
津
才
判
酒
屋
中
御
貸
金
之
内
、
年
賦
返
納
差
閊
之
趣
有
之
、
金

百
七
拾
三
両
壱
歩
弐
朱
、
和
市
両
ニ
付
六
拾
四
匁
替
ニ
し
て
両
替
被
仰

付
候
代
り
銀
ト
し
て
受
方
被
仰
付
候
事

　
　
酉
五
月

　
　

一
金
百
両
定

　
　
　

 

右
御
開
作
銀
之
内
札
銀
入
用
之
趣
有
之
、
和
市
両
ニ
付
七
拾
五
匁
替
ニ

し
て
、
札
銀
七
貫
五
百
目
之
辻
両
替
相
成
候
代
り
金
ト
し
て
受
方
被
仰

付
候
事

　

前
の
ほ
う
は
、
前
大
津
宰
判
酒
屋
中
へ
の
融
資
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
金
一

七
三
・
三
七
五
両
と
正
銀
一
一
貫
〇
九
六
匁
を
両
替
し
た
。
金
一
両
＝
正
銀
六

四
匁
の
和
市
で
あ
る
。
後
の
ほ
う
は
、
開
作
資
金
に
札
銀
七
貫
五
〇
〇
匁
を
出

し
て
、金
一
〇
〇
両
を
受
け
取
っ
た
。
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
の
和
市
で
あ
る
。

正
銀
六
四
匁
＝
札
銀
七
五
匁
の
歩
差
し
は
一
七
％
、
正
銀
を
一
〇
〇
と
し
た
札

価
指
数
は
八
五
・
三
で
あ
る
。
文
久
～
慶
応
期
は
、
こ
の
和
市
で
推
移
し
て
い

る
。
慶
応
三
年
の
記
事
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
卯
四
月

　
　

一
札
銀
三
百
貫
目
定

　
　
　

 

右
軍
艦
代
之
内
御
本
勘
よ
り
札
銀
を
以
返
納
月
括
除
キ
仮
受
払
之
内
、

金
四
千
両
を
以
両
替
相
成
候
代
り
銀
ト
し
て
受
方
被
仰
付
候
事

　

軍
艦
購
入
費
用
と
し
て
本
勘
（
一
般
会
計
）
が
、「
諸
仕
組
銀
」（
特
別
会
計
）

か
ら
借
り
出
し
た
金
四
〇
〇
〇
両
を
、
札
銀
三
〇
〇
貫
目
で
返
し
た
も
の
で
あ

る
。
和
市
は
、
金
一
両
＝
札
銀
七
五
匁
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
の
金
四
〇
〇

〇
両
は
、「
両
替
払
之
座
」
に
払
（
出
）
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例

は
本
勘
と
の
遣
り
取
り
で
あ
る
が
、修
補
銀
と
の
遣
り
取
り
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
勘
文
方
銀
の
貸
付
帳）

（（
（

に
よ
れ
ば
、
文
久
元
年
八
月
の
記
事
に
つ
ぎ
の

よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
崎
都
合
役
座

　
　
文
久
元
酉
八
月

　
　

一
金
千
両

　
　
　
　

 

但
、
利
足
年
五
朱
往
キ
三
ケ
年
元
居
、
尤
当
八
月
元
ニ
し
て
一
ケ
年

仕
詰
之
節
利
上
納
被
仰
付
候
事

　
　
　

 

右
伊
崎
数
年
困
窮
相
迫
、
商
売
元
ト
方
仕
候
者
無
之
、
亡
所
離
散
之
者

も
不
少
、
年
増
及
零
落
候
付
、
此
度
於
都
合
役
座
厚
く
全
儀
相
成
、
葉

煙
草
刻
立
売
捌
仕
入
銀
御
貸
渡
之
儀
申
出
相
成
、（
中
略
）
御
返
済
銀

方
よ
り
借
受
相
成
候
分
を
以
仲
取
捌
之
筋
ニ
被
仰
付
候
、
左
候
而
右
利

金
之
儀
ハ
、
上
納
辻
丙
辰
丸
運
用
一
件
銀
江
請
加
被
仰
付
候
、
云
々

　

伊
崎
振
興
の
た
め
に
、
伊
崎
代
官
所
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
一
〇
〇
〇
両
を
、

勘
文
方
が
借
銀
返
済
方
（
特
別
会
計
）
か
ら
借
り
出
し
、
利
金
は
軍
艦
丙
辰
丸

運
用
一
件
銀
へ
加
え
る
と
い
う
。
諸
役
所
間
の
連
携
を
窺
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、本
勘（
一
般
会
計
）と
特
別
会
計（「
諸
仕
組
銀
」・

二
一



諸
役
所
修
補
銀
・
借
銀
返
済
方
な
ど
）
は
、
一
応
区
別
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

連
携
＝
一
体
的
運
営
が
な
さ
れ
始
め
て
お
り
、藩
の
財
政
機
構
は
「
諸
仕
組
銀
」

を
中
心
に
金
融
機
関
（
利
殖
機
関
）
の
ご
と
き
躰
を
な
し
て
い
た
こ
と
、
天
保

改
革
期
に
は
、
幕
府
規
制
や
「
骨
か
ら
み
の
病
弊
」「
興
利
之
説
」
と
非
難
さ

れ
て
凍
結
さ
れ
て
い
た
公
借
、
歩
差
し
を
恐
れ
て
制
限
さ
れ
て
い
た
札
銀
の
増

刷
が
、
政
治
情
勢
に
促
迫
さ
れ
て
、
安
政
五
年
～
文
久
元
年
に
か
け
て
一
気
に

解
き
放
た
れ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
経
済
政
策
の
転
換
が
な
さ

れ
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

　　
　
　

お
わ
り
に

　

幕
末
期
萩
藩
財
政
の
直
接
の
前
提
で
あ
る
天
保
財
政
改
革
で
は
、
家
臣
借
銀

の
公
内
借
捌
き
と
所
帯
方
借
銀
（
＝
藩
借
銀
）
の
公
内
借
捌
き
を
行
っ
た
。
藩

借
銀
と
は
、
所
帯
方
の
借
銀
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
借
銀
を
い
い
、
大
坂
・
江

戸
・
国
元
の
御
用
達
な
ど
か
ら
の
内
借
の
ほ
か
に
、
藩
主
と
そ
の
係
累
や
特
別

会
計
・
諸
役
所
な
ど
か
ら
の
公
借
を
大
量
に
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
公
内
借

を
利
下
げ
・
年
延
べ
・
帳
消
し
・
凍
結
・
準
凍
結
な
ど
を
し
て
「
捌
い
た
」
の

が
、
財
政
改
革
の
核
心
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
借
銀
額
の
減
少
、
利
且
納
の

画
期
的
減
少
を
可
能
と
し
、
家
臣
・
百
姓
へ
の
馳
走
米
の
軽
減
を
計
り
、
海
防

政
策
の
推
進
・
明
倫
館
の
拡
張
を
行
っ
た
。
撫
育
方
や
諸
役
所
修
補
銀
な
ど
の

特
別
会
計
は
、
幕
府
の
統
制
に
よ
る
越
荷
方
事
業
の
縮
小
、「
骨
が
ら
み
の
病

弊
」・「
興
利
之
説
」
と
の
批
判
を
う
け
て
の
公
借
の
凍
結
な
い
し
縮
小
、
事
業

の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
藩
札
の
増
刷
は
三
分
の
二
へ
の
減
価
を
引
き
起

し
た
が
、
正
銀
を
大
坂
か
ら
取
り
下
し
て
取
り
込
み
を
計
り
小
康
を
得
た
。
ま

た
、
天
保
七
年
の
大
洪
水
、
嘉
永
三
年
の
大
洪
水
は
、
藩
財
政
に
大
き
な
痛
手

を
与
え
、
後
者
は
文
政
四
年
以
来
の
予
算
大
綱
の
改
正
（
嘉
永
四
年
）
を
必
要

と
し
た
。

　

幕
末
の
藩
財
政
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
和
市
変
動
で
あ
る
。
ま
ず
藩
札

は
、
文
政
十
二
年
～
天
保
二
年
の
一
万
五
〇
〇
〇
貫
目
に
及
ぶ
大
増
刷
に
よ
る

減
価
が
あ
っ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
増
刷
は
控
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
安
政
五

年
～
元
治
元
年
の
間
に
二
万
五
〇
〇
〇
貫
目
も
の
大
増
刷
を
行
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
米
価
は
八
斗
替
え
～
六
斗
三
升
替
え
（
石
別
一
二
五
～
一
五
八
匁
）
に

高
騰
し
た
が
、
思
っ
た
ほ
ど
歩
差
し
は
出
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
後
ロ
金
」
の

準
備
を
行
い
以
前
の
教
訓
を
活
か
し
た
こ
と
、
幕
府
の
悪
鋳
、
金
銀
の
海
外
へ

の
流
出
な
ど
に
よ
っ
て
、
逆
に
藩
札
の
流
通
が
比
較
的
安
定
す
る
と
い
う
条
件

が
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
政
五
年
か
ら
明
治
四

年
ま
で
五
〇
年
間
の
米
を
指
標
に
し
た
札
銀
価
（
正
銀
も
）
の
変
遷
は
、
巨
視

的
に
み
れ
ば
、
五
〇
年
で
じ
つ
に
九
分
の
一
に
減
価
し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は

大
量
に
借
銀
を
抱
え
て
い
る
藩
に
と
っ
て
は
僥
倖
で
あ
り
、
ま
た
米
を
持
っ
て

い
る
者
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
幕
末
・
維
新
期
の
う
わ
べ
の
金
額

に
驚
い
て
は
な
ら
な
い
。ま
し
て
や
元
治
～
慶
応
三
年
の
戦
争
状
態
に
あ
っ
て
、

大
坂
・
江
戸
御
用
達
へ
の
返
済
は
、
政
情
を
理
由
に
凍
結
さ
れ
た
し
、
明
治
に

入
っ
て
の
藩
債
の
整
理
も
和
市
変
動
を
利
用
し
て
藩
に
有
利
に
働
い
た
。

　

幕
末
期
に
は
撫
育
方
・
諸
役
所
修
補
銀
・
借
銀
返
済
方
な
ど
の
特
別
会
計
は
、

「
諸
仕
組
銀
」
に
見
る
よ
う
に
、
本
勘
（
一
般
会
計
）
を
含
め
て
文
久
元
年
頃

二
二



か
ら
連
携
＝
一
体
的
運
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
旦
縮
小
さ
れ
て
い
た

事
業
も
解
き
放
た
れ
た
。
こ
の
政
策
転
換
と
札
銀
の
大
増
刷
開
始
の
時
期
と
が

重
な
る
。
大
き
な
経
済
政
策
の
転
換
が
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ

確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
時
経
済
へ
の
突
入
が
準
備
さ
れ
た）

（（
（

。
幕
府

統
制
の
弛
緩
も
、
背
景
に
あ
っ
た
。
維
新
期
藩
財
政
の
解
明
は
、
現
在
進
行
中

で
あ
る
。

註（
１
）
後
期
の
藩
財
政
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
萩
藩
後
期
の
藩
財
政
」（『
山
口

大
学
文
学
会
志
』
四
九
巻
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
萩
藩
天
保
期
の
藩
財

政
」（『
同
』
五
一
巻
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
萩
藩
後
期
の
経
済
臣
僚
た

ち
」（『
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
』
九
輯
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
萩
藩
天

保
期
の
借
銀
を
め
ぐ
っ
て
」（『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
五
四
巻
、
二
〇
〇

四
年
）
を
参
照
。
前
期
の
藩
財
政
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
七
世
紀
前
半

の
萩
藩
財
政
」（『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
五
八
巻
、二
〇
〇
八
年
）、同
「
萩

藩
寛
文
期
の
藩
財
政
―
益
田
家
文
書
を
中
心
に
―
」（
科
研
費
報
告
書『
大

規
模
武
家
文
書
群
に
よ
る
中
近
世
史
料
学
の
統
合
的
研
究
』
代
表
久
留
島

典
子
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
承
応
～
寛
文
期
の
萩
藩
財
政
」（『
や
ま
ぐ

ち
学
の
構
築
』
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
萩
藩
前
期
の
山
代
紙
」（『
山

口
大
学
文
学
会
志
』
五
九
巻
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
中
期
の
藩
財
政

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
萩
藩
中
期
藩
財
政
研
究
序
説
」（『
や
ま
ぐ
ち
学
の

構
築
』
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
萩
藩
中
期
藩
財
政
の
研
究
」（『
や

ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
萩
藩
中
期
の
山
代
紙
」

（『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
六
〇
巻
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
２
）
三
坂
圭
治
『
萩
藩
の
財
政
と
撫
育
制
度
』（
初
版
一
九
四
四
年
）。
本
稿

は
マ
ツ
ノ
書
店
一
九
七
七
年
改
訂
版
に
拠
っ
た
。

（
３
）
伊
藤
昭
弘
「
藩
財
政
再
考
―
萩
藩
を
事
例
に
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二

〇
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）。
後
期
藩
財
政
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
こ
と
、
利
権
集
団
（
藩
）
内
部
で
の
利
権
の
奪
い
合
い
を
強
調
す
る
こ

と
は
、
論
旨
と
し
て
、
経
済
官
僚
が
藩
主
・
家
臣
・
庶
民
を
騙
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
権
力
内
部
で
の
権
力
闘
争
を
重
視

す
る
政
治
過
程
論
に
似
て
い
る
。

（
４
）『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
六
一
巻
参
照
。

（
５
）
益
田
家
文
書
一
九
―
九
三
「
御
借
銀
高
付
抜
」。
同
五
三
―
三
一
「
御

馳
走
抨
シ
幷
御
借
銀
高
」。
同
五
一
―
二
四
二
「
御
借
銀
納
込
之
覚
」。
毛

利
家
文
庫
法
令
九
二
「
御
黒
印
御
書
附
御
張
紙
控
」。
同
法
令
一
六
〇
「
御

書
附
控
」。
同
政
理
三
二
〇
「
財
政
史
料
」。
同
政
理
一
六
三
「
財
政
御
仕

組
事
材
料
抜
写
」。
県
庁
旧
藩
八
一
二「
宝
永
元
年
ヨ
リ
御
米
御
買
直
段
」。

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
萩
藩
中
期
藩
財
政
研
究
序
説
」。

（
７
）
益
田
家
文
書
八
―
一
七
三
「
借
銀
御
仕
法
ニ
付
内
借
御
借
銀
帳
」。

（
８
）
近
世
後
期
藩
財
政
に
関
す
る
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
９
）
益
田
家
文
書
「
弘
化
四
年
借
銀
」。

（
10
）
文
庫
政
理
一
四
〇
「
流
弊
改
正
控
」。

（
11
）
益
田
家
文
書
五
一
―
三
三
三
「
嘉
永
四
年
改
御
石
高
御
配
差
引
之
覚
」。

二
三



（
12
）
益
田
家
文
書
五
一
―
三
三
三
―
二
「
御
所
務
米
銀
請
払
差
引
」。

（
13
）
山
口
県
文
書
館
寄
託
松
原
家
文
書
「
御
本
勘
米
銀
払
物
付
抜
」（
安
政

五
年
）。

（
14
）
文
庫
政
理
一
一
三
「
御
根
積
帳
」（
文
政
四
年
）。

（
15
）
県
庁
旧
藩
八
二
六
「
製
紙
録
」
弐
ノ
下
。

（
16
）後
期
の
山
代
紙
に
つ
い
て
は
、前
掲
拙
稿「
萩
藩
後
期
の
山
代
紙
」参
照
。

（
17
）
文
庫
政
理
一
〇
七
「
長
州
諸
用
帳
」。
以
下
大
坂
御
用
達
か
ら
の
借
銀

は
こ
の
帳
に
よ
る
。

（
18
）
文
庫
政
理
一
六
三
「
安
政
元
年
ヨ
リ
財
政
御
仕
組
事
材
料
抜
書
写
」。

（
19
）
前
掲
拙
稿
「
萩
藩
中
期
藩
財
政
の
研
究
」。

（
20
）
益
田
家
文
書
六
―
三
五
「
鈔
銀
出
高
」（
天
保
十
年
）。

（
21
）
益
田
家
文
書
五
一
―
四
九
「
天
保
三
年
減
収
高
覚
」。

（
22
）
村
田
清
風
記
念
館
所
蔵
村
田
清
風
関
係
文
書
一
九
九
九
。

（
23
）
松
原
家
文
書
「
子
年
手
控
」。

（
24
）
明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
三
版
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
二
年
）
に
あ
げ
る
「
明
治
二
年
旧
藩
札
流
通
額
概
数
表
」。
た
だ
し
こ

れ
は
、
明
治
二
年
の
藩
札
額
を
「
旧
藩
札
価
格
新
貨
比
較
表
」
に
よ
っ
て

新
貨
に
換
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
正
確
さ
に
や
や
疑
問
が
残
る
。

（
25
）
岩
橋
勝
『
近
世
物
価
史
の
研
究
』（
大
原
新
生
社
、
一
九
八
一
年
）。

（
26
）県
庁
旧
藩
六
四
七「
諸
仕
組
銀
請
払
幷
貸
捌
帳
」。
表（
７
）の
付
表
参
照
。

（
27
）
松
原
家
文
書
「
子
年
手
控
」。

（
28
）
県
庁
旧
藩
八
一
二
「
宝
永
元
年
ヨ
リ
御
米
御
買
直
段
」。

（
29
）
松
原
家
文
書
「
松
原
与
右
衛
門
自
歴
覚
」。

（
30
）
松
原
家
文
書
「
子
年
手
控
」。

（
31
）
三
井
文
庫
編
『
近
世
後
期
に
お
け
る
主
要
物
価
の
動
態
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
九
年
）。

（
32
）
県
庁
旧
藩
八
二
六
「
製
紙
録
」
の
「
損
徳
差
引
書
」（
万
延
元
年
九
月
）。

（
33
）
文
庫
諸
省
二
四
五
「
文
久
以
来
士
民
ヨ
リ
献
金
一
件
」。

（
34
）
県
庁
旧
藩
六
五
四
「
御
当
用
銀
御
蔵
現
金
銀
付
取
帳
」（
慶
応
二
年
）。

（
35
）
県
庁
旧
藩
六
四
七
「
諸
仕
組
銀
請
払
幷
貸
捌
帳
」。

（
36
）
県
庁
旧
藩
六
二
七
「
勘
文
方
銀
御
貸
付
帳
」。

（
37
）
な
お
、
撫
育
銀
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
一
言
し
て
お
く
と
、
一
七
世
紀
後

半
の
「
仕
置
銀
」
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
軍
役
な
ど
に
備
え
る

こ
と
を
名
目
に
蓄
え
ら
れ
、
諸
役
所
に
預
け
ら
れ
て
有
利
な
投
資
に
優
先

的
に
投
下
さ
れ
回
収
さ
れ
た
。
し
か
し
江
戸
出
費
が
嵩
む
に
つ
れ
て
そ
れ

に
大
量
に
流
用
さ
れ
、
帳
簿
上
に
の
み
あ
っ
て
実
質
の
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
宝
暦
改
革
の
目
玉
と
し
て
設
定
さ
れ
た
撫
育
銀
は
、
宝
暦
検
地
の
増

石
と
以
後
の
増
収
を
取
り
込
ん
で
成
立
し
た
い
わ
ば
藩
主
裁
量
経
費
で
あ

り
、「
公
辺
廉
有
大
銀
」（
軍
役
・
吉
凶
の
大
礼
）
に
備
え
、「
国
民
撫
育
」

の
た
め
に
設
け
る
と
い
う
触
れ
込
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
藩
主
家

の
家
産
・
私
財
と
も
考
え
ら
れ
、公
私
二
重
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
。「
上
々

様
方
」
の
使
っ
て
出
来
た
借
銀
を
、
家
臣
・
百
姓
か
ら
の
馳
走
米
で
も
っ

て
返
済
す
る
の
は
「
御
不
仁
」
に
あ
た
る
、
あ
る
い
は
必
要
で
な
い
撫
育

方
に
何
故
馳
走
米
を
取
る
の
か
、
と
い
っ
た
批
判
が
あ
っ
た
。
明
治
に

二
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な
っ
て
残
っ
た
撫
育
銀
一
〇
〇
万
両
の
う
ち
七
〇
万
両
を
、
藩
主
の
私
財

と
し
て
皇
室
に
献
納
し
た
と
主
張
し
て
い
る
の
は
、
私
財
と
し
て
の
性
格

を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
々
の
都
合
に
よ
っ
て
、
公
的
な
性
格
を
強

調
し
、
ま
た
私
的
な
性
格
を
強
調
す
る
の
は
、
論
理
矛
盾
で
あ
る
。
非
常

時
の
財
政
に
お
い
て
諸
役
所
の
連
携
を
強
化
し
、
一
般
会
計
・
特
別
会
計

を
一
体
的
に
運
用
す
る
の
は
、
い
わ
ば
常
識
で
あ
る
。
幕
末
期
の
藩
財
政

は
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
と
思
う
。

二
五




